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予算決算委員会都市経済分科会会議録

招 集

令和８年３月１８日（水）午前１０時 議会委員会室

出席委員（９名）

（分科会長）西 野 太 一 （副分科会長）津 田 幸 一

稲 田 清 今 城 雅 子 国 頭 靖 田 村 謙 介

中 田 利 幸 錦 織 陽 子 森 谷 司

欠席委員（０名）

説明のため出席した者

伊澤副市長

【経済部】若林部長兼農林水産振興局長

［経済戦略課］宮本課長 岩田産業・立地戦略室長

［商工課］坂隠次長兼課長 上場課長補佐兼商工振興担当課長補佐

森田ふるさと振興担当課長補佐

【文化観光局】石田局長

［観光課］田仲課長 金田観光戦略担当課長補佐

［スポーツ振興課］成田次長兼課長 松永課長補佐兼スポーツ振興担当課長補佐

［文化振興課］大塚課長 林課長補佐兼文化振興担当課長補佐

山根課長補佐兼文化財担当課長補佐 濱田史跡整備推進室長

原文化振興官

【農林水産振興局】

［農林課］宅和課長兼水産振興室長 赤井課長補佐兼農政担当課長補佐

井田農林振興担当課長補佐 深吉土地改良担当課長補佐

［地籍調査課］森脇課長 瀬尾課長補佐

【都市整備部】伊達部長

［建設企画課］山中次長兼課長 柳田課長補佐兼総務担当課長補佐

伊澤管理担当課長補佐 小西企画調整室長

［都市整備課］本干尾課長 田居公園担当課長補佐

古田課長補佐兼河川担当課長補佐 中原米子駅周辺整備推進室長

［道路整備課］北村次長兼課長 督永道路改良担当課長補佐

長谷川道路維持担当課長補佐

足立課長補佐兼交通安全施設担当課長補佐

［建築相談課］松本課長 柏木建築審査担当課長補佐 森田開発審査担当課長補佐

［住宅政策課］西村課長 片山空き家・空き地対策室長

潮課長補佐兼市営住宅担当課長補佐

【上下水道局】下関局長

［経営企画課］横木課長 折戸下水道企画室長 羽柴課長補佐兼財務担当課長補佐

田中担当課長補佐 村瀬財務担当係長

［総務課］湯崎副局長兼課長
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［水道設計監理課］長澤課長

［営業課］林副局長兼課長 遠藤課長補佐兼普及担当課長補佐

［給排水課］石田副局長兼課長

［水道管路維持課］結城課長 吹野課長補佐兼維持管理担当課長補佐

［下水道整備課］山﨑副局長兼課長 伊藤管路維持担当課長補佐

小平管路維持担当係長

［下水道施設課］見山課長

【農業委員会事務局】古橋局長 福田農務担当事務局長補佐

出席した事務局職員

毛利局長 森井議事調査担当局長補佐 松田調整官

傍 聴 者

安達議員 大下議員 岡田議員 門脇議員 塚田議員 徳田議員 戸田議員

報道関係者１人 一般２人

審査事件

議案第３３号 令和７年度米子市一般会計補正予算（補正第１１回）のうち当分科会所

管部分

議案第３５号 令和７年度米子市駐車場事業特別会計補正予算（補正第３回）

議案第３８号 令和７年度米子市水道事業会計補正予算（補正第３回）

議案第３９号 令和７年度米子市下水道事業会計補正予算（補正第４回）

議案第４０号 令和８年度米子市一般会計予算のうち当分科会所管部分

議案第４３号 令和８年度米子市駐車場事業特別会計予算

議案第４４号 令和８年度米子市市営墓地事業特別会計予算

議案第４７号 令和８年度米子市米子インター周辺工業用地整備事業特別会計予算

議案第４８号 令和８年度米子市米子インター西産業用地整備事業特別会計予算

議案第４９号 令和８年度米子市水道事業会計予算

議案第５０号 令和８年度米子市下水道事業会計予算

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

午前１０時０３分 開会

○西野分科会長 ただいまから、予算決算委員会都市経済分科会を開会いたします。

本日は、１１日の本会議で予算決算委員会に付託された議案のうち、当分科会の審査担

当とされました議案１１件について審査をいたします。

上下水道局所管について審査をいたします。

初めに、議案第３８号、令和７年度米子市水道事業会計補正予算（補正第３回）を議題

といたします。

当局の説明を求めます。

羽柴課長補佐。

○羽柴経営企画課長補佐兼財務担当課長補佐 そうしますと、議案第３８号、令和７年度
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米子市水道事業会計補正予算（補正第３回）についてでございます。

議運資料の６で説明させていただきます。２ページを御覧ください。

予算規模としましては、資料記載のとおり、収益的収支は、実績見込みに伴い収益的収

入を３,５４８万５,０００円、収益的支出を２億１,０４０万８,０００円、それぞれ増額

しており、資本的収支は、工事内容及び工程変更などにより、資本的収入を５,９５０万６,

０００円、資本的支出を５,７６５万８,０００円と、それぞれ減額いたしております。

３ページ以降の総括表に、項目ごとの増減を記載しています。

４ページに移ります。収益的支出では、１、営業費用の（８）資産減耗費に計上してお

ります既設管撤去費用の増加などにより支出が増加したことから、４ページの一番下、純

利益は減額補正の１億４,６２４万６,０００円といたしております。

５ページに移ります。資本的収支につきましては、国の補正予算に合わせて、補助対象

となる事業の前倒し執行に伴うもののほか、実績見込みによる補正をいたしております。

５に資本的収入不足額の補填の内容、内訳を記載しております。

補正については、以上です。

○西野分科会長 当局の説明が終わりました。

委員の皆様の質疑、御意見をお願いいたします。

〔「なし」と声あり〕

○西野分科会長 ないようですので、本件は終了いたします。

次に、議案第３９号、令和７年度米子市下水道事業会計補正予算（補正第４回）を議題

といたします。

当局の説明を求めます。

田中担当課長補佐。

○田中経営企画課担当課長補佐 それでは、下水道事業会計予算説明資料の２ページ、資

料１を御覧ください。

議案第３９号、令和７年度米子市下水道事業会計補正予算（補正第４回）についてでご

ざいます。

補正理由でございますが、実績見込みに基づき資産減耗費などの補正を行うほか、社会

資本整備総合交付金及び防災安全交付金の令和７年度の交付決定額に合わせて実施した事

業の実績見込みに基づき、建設改良費の減額及びそれらに伴う収入の減額を行うものでご

ざいます。

予算規模ですが、補正額として、収益的収入を１億３,１９５万７,０００円の減、収益

的支出を１億７,７０３万６,０００円の減、資本的収入を４億４８７万８,０００円の減、

資本的支出を４億３,２６８万２,０００円の減といたしております。

次の３ページ目からは、予算の総括表を載せております。

３ページ下段の２、収益的支出において、主に減価償却費及び資産減耗費の減と、上段

の１、収益的収入において、減価償却費等の減に伴う長期前受金戻入の減など、実績見込

みに基づく補正を行うもので、この結果、純利益が税込みで１億３,４７７万円、税抜きで

６１２万１,０００円を見込んでおります。

続きまして、４ページの下段４、資本的支出において、主に国の交付金の令和７年度の

交付決定額に合わせて実施した事業の実績による委託料及び工事請負費の減と、上段の３、
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資本的収入において、建設改良費の減に伴う下水道事業債及び国庫補助金の減など、収入、

支出ともに実績見込みに基づく補正を行うものでございます。

説明は以上でございます。

○西野分科会長 当局の説明が終わりました。

委員の皆様の質疑、御意見をお願いいたします。

〔「なし」と声あり〕

○西野分科会長 ないようですので、本件は終了いたします。

次に、議案第４０号、令和８年度米子市一般会計予算のうち上下水道局所管部分を議題

といたします。

当局の説明を求めます。どなたか。

田中担当課長補佐。

○田中経営企画課担当課長補佐 令和８年度一般会計当初予算のうち上下水道局所管の

主な事業について御説明をいたします。

まず、令和８年度当初予算、予算説明資料、歳出予算の主な事業の概要の１４ページを

御覧ください。上段ですが、合併処理浄化槽設置事業として１億４,９９２万８,０００円

を計上しております。これは、合併処理浄化槽への切替えや、下水道事業の計画区域外、

または区域内であっても整備が当面の間見込まれない区域において、合併処理浄化槽の設

置を行う方に補助を行うものです。切替えについては、昨年度同様に年間１００基を見込

み、既存槽撤去については４０基、新設については７４基を見込んでおります。これによ

りまして、公共下水道の整備と併せ、汚水処理施設の概成による生活環境や公衆衛生の向

上を図ってまいりたいと考えております。

次に、１５ページを御覧ください。下段ですが、合併処理浄化槽維持管理支援事業とし

て２,５２４万円を計上しております。これは、弓浜地区のうち合併処理浄化槽による生活

排水対策を促進する区域において、将来にわたって合併処理浄化槽の適正な維持管理を担

保できる一括契約締結を原則として、浄化槽管理者に対し、保守点検、清掃、法定検査等

の維持管理費に対する補助を行うものです。法定検査の結果が適正であった合併処理浄化

槽の実績件数から令和７年度の適正の件数を見積り、そこから人槽ごとの予算額を算出し

ております。

失礼いたしました、訂正いたします。

見積もった件数ですが、実績件数から令和８年度の適正の件数を見積り、そこから人槽

ごとの予算額を算出しております。これにより、合併処理浄化槽の使用者と公共下水道使

用者との汚水処理に係る経済的負担の差を軽減し、適正な浄化槽の維持管理を行うための

体制を整え、生活環境の保全を図ってまいりたいと考えております。

続きまして、別の資料となります。ただいま資料を通知いたします。

令和８年度事業別予算説明書の１２０ページを御覧ください。１段目ですが、下水道事

業会計繰出金（農業集落排水事業）として１億３,０９５万円を計上しております。これは、

農業集落における生活雑排水などの汚水等を処理することにより、農村の基礎的な生活環

境の向上を図るための農業集落排水事業分として、国の定める繰り出し基準を踏まえ、下

水道事業会計への繰出金を措置するものでございます。

続きまして、同じ資料の１４８ページをお開きください。１４８ページの一番下の段で
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すけれども、下水道事業会計繰出金、公共下水道事業として１７億４３６万２,０００円を

計上しております。これは、国が定めた繰り出し基準を踏まえ、公共下水道事業分として

下水道事業会計への繰出金を措置するものでございます。内訳は、雨水処理費などの維持

管理費分が３億９,４５４万６,０００円、分流式下水道や高度処理などの資本費分が１２

億９８１万６,０００円、温泉観光振興のための基準外繰り出し分が１億円となっておりま

す。

説明は以上でございます。

○西野分科会長 当局の説明が終わりました。

委員の皆様の質疑、御意見をお願いいたします。

田村委員。

○田村委員 この合併処理浄化槽の設置事業なんですけども、その既存槽の撤去に関する

予算というのは、何かこの中に入っているのでしょうか。

○西野分科会長 遠藤課長補佐。

（「失礼しました。ありました、ごめんなさい、ありました。」と田村委員）

○遠藤営業課長補佐兼普及担当課長補佐 既存槽撤去４０基、予算に計上しております。

○田村委員 失礼しました。

○西野分科会長 よろしいですか。ほかにございませんか。

〔「なし」と声あり〕

○西野分科会長 ないようですので、本件は終了いたします。

次に、議案第４９号、令和８年度米子市水道事業会計予算を議題といたします。

当局の説明を求めます。

羽柴課長補佐。

○羽柴経営企画課長補佐兼財務担当課長補佐 議案第４９号、令和８年度米子市水道事業

会計予算についてでございます。

６ページを御覧ください。水需要の減少をはじめ、物価上昇による維持管理費の増加や

老朽施設更新等により引き続き厳しい経営環境にある中、新たに今年度策定した水道ビジ

ョン２０２５を基に中期財政見通しを毎年見直す中で、災害対応力をさらに強化し、より

効率的で持続可能な水道事業、経営基盤の確保を主眼に置き編成しています。

７ページを御覧ください。予算の概要としましては、（１）収益的収入総額は３６億８,

９２０万円、収益的支出総額は３５億４,４６６万円、差引き純利益を１億４,４５４万円

と見込んでいます。（２）資本的収入総額は１４億２４７万円、資本的支出総額は２９億５,

３２３万円を見込み、不足額の補填内容は２に記載のとおりです。

８ページからの総括表に、項目ごとの対前年度比の増減を記載しています。１、営業収

益の（１）給水収益は、給水人口の減少、節水型社会の進展という近年の状況を勘案し、

前年度から１,２１２万２,０００円、０.４％減の２９億１,７８５万６,０００円を見込ん

でおります。

９ページを御覧ください。支出においては、１、営業費用の（２）配水費の増加は、基

幹管路更新事業に伴う離脱防止金具の取付けなどによるもの、（８）資産減耗費の増加は、

管路撤去工事費の増などを見込んでおります。

１０ページに移ります。中ほどに記載しておりますとおり、収益的支出は、合計３５億
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４,４６６万３,０００円、前年度比２億８,３６２万８,０００円増と見込んでいます。こ

の結果、当年度純利益は１億４,４５４万３,０００円、前年度比１億９,９４４万２,００

０円の減と見込んでおります。

その下、資本的収支の収入においては、対象事業の増加により企業債、工事負担金、補

助金の増を見込んでおり、合計１４億２４６万５,０００円、前年度から４億４,５１４万

５,０００円増としています。

１１ページに移ります。資本的支出においては、基幹管路更新事業や水源地整備事業な

どを計上しており、資本的支出は合計２９億５,３２３万１,０００円、前年度比３億８,

１８２万１,０００円増としています。

１２ページを御覧ください。令和８年度に予定する主な事業について記載しております。

１から５までが配水管路の更新事業、６から８までが水源地の整備事業となります。

１３ページ以降は、管路工事の施行箇所を掲載してします。

以上が水道事業の予算の概要でございます。

○西野分科会長 当局の説明が終わりました。

委員の皆様の質疑、御意見をお願いいたします。

〔「なし」と声あり〕

○西野分科会長 ないようですので、本件は終了いたします。

次に、議案第５０号、令和８年度米子市下水道事業会計予算を議題といたします。

当局の説明を求めます。

田中担当課長補佐。

○田中経営企画課担当課長補佐 それでは、下水道事業会計予算説明資料の６ページ、資

料２を御覧ください。

議案第５０号、令和８年度米子市下水道事業会計予算について御説明いたします。

まず、予算の編成方針でございますが、令和８年度予算は、中長期の事業・財政見通し

に立ち、下水道事業を将来にわたり安定的に継続していくことを主眼に置き編成いたしま

した。

主な事業収入である使用料収入は、節水機器の普及等により１件当たりの有収水量が減

少傾向にあるものの、整備面積の拡大による有収水量の増加を見込んで算定しております。

投資的経費につきましては、汚水処理施設の概成に向けて、引き続き公共下水道の管渠

整備を推進いたします。また、米子市下水道事業ストックマネジメント計画や、米子市雨

水管理総合計画などに基づき、施設の改築・更新や浸水対策等の防災・減災対策を着実に

進めていくほか、脱炭素を踏まえた下水道処理施設の再構築に取り組んでまいります。

そのほか、収入のさらなる確保や官民連携に取り組み、経営の効率化と体制強化を図っ

てまいります。

続いて、予算の概要でございます。

１の予算規模については、収益的収支、資本的収支、それぞれ記載のとおりでございま

す。

次に、７ページ目、２、主な事業についてでございます。主に（１）から（８）に記載

しておりますとおり、公共下水道の管渠整備をはじめ、各種計画に基づく業務委託や工事

等を実施いたします。
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次に、３の債務負担行為でございます。記載しております３件の委託及び工事につきま

しては、令和８年度、９年度の２か年で実施を予定しており、２年度目の事業費につきま

して、債務負担行為を設定するものでございます。

次の８ページを御覧ください。当初予算総括表でございます。予算ですので消費税込み

の金額を記載しております。

上段の１、収益的収入のうち主なものといたしまして、下水道使用料、他会計負担金、

長期前受金戻入などがございます。下水道使用料は、令和６年度の決算額や令和７年度の

決算見込みなどを踏まえまして、前年度当初予算に対し約５,０００万円の増額といたして

おります。収益的収入の総額は、前年度当初予算に対し、１,４３０万４,０００円増の６

０億８,８８３万３,０００円を見込んでおります。

次の２、収益的支出ですが、営業費用につきまして、管渠、ポンプ場、処理場の施設維

持費や使用料徴収事業運営全般に係る事務経費などをそれぞれ計上しております。全体で、

前年度から１億２,４０６万６,０００円増の５５億６,０４６万６,０００円を見込んでお

ります。２、営業外費用については、事業債の支払い利息を計上しており、前年度から３,

１２７万６,０００円増の５億１,９５１万７,０００円を見込んでおります。これらの結果、

収益的支出の総額は６０億８,７４８万３,０００円、前年度当初予算と比較しまして２.

６％の増を見込んでおります。また、差引純利益として、消費税込みで１３５万円を見込

んでおり、税抜きでは２億５,１７４万６,０００円の純損失を見込んでおります。この損

失につきましては、前年度までの繰越利益剰余金をもって充てることとしております。純

利益が前年度当初と比較いたしまして大きく減となっております主な理由は、物価上昇に

よる委託料等の増、老朽化による修繕の増、利率上昇による支払い利息の増に伴う支出の

増加によるものです。

次に、９ページを御覧ください。９ページ下段の３、資本的収入ですが、合計７５億１,

１０１万８,０００円を計上しております。これは、建設改良費に対する国庫補助金、企業

債などで増額となっている主な要因といたしましては、資本的支出の増により国庫補助金

や企業債も連動して増となっているほか、県の事業に伴う下水道管移設工事の補償費が増

となったことによるものです。

次に、１０ページを御覧ください。４、資本的支出は、管渠の新設及び改良費、ポンプ

場、処理場の建設改良費、企業債の償還金などを計上しております。このうち、管渠の建

設・改良費は、新設工事のほか、全国特別重点調査を受けた更生工事、雨水管理総合計画

に基づく浸水対策や大沢川の代替水路の整備に係る工事を予定しており、１８億２,７８７

万５,０００円の増を見込んでおります。これらの結果、資本的支出全体では９２億９２２

万２,０００円、前年度当初と比較いたしまして１９.６％の増を見込んでおります。以上

の資本的収支により、この段の一番下の行ですが、資本的収入不足額は１６億９,８２０万

４,０００円となります。こちらの不足額に対しましては、下段の５、資本的収入不足額補

填の欄に記載しておりますとおり、損益勘定留保資金や消費税調整額で補填する予定にい

たしております。

建設改良費の内訳につきましては、１１ページ以降に記載しております。１１ページは、

処理場及びポンプ場の建設改良費に係る工事等の予定箇所一覧。１２ページは、施設の位

置図でございます。
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続いて、１３ページ、１４ページは、管渠工事等の一覧でございます。１５ページ以降

は、管渠工事の実施予定箇所図でございます。

説明は以上でございます。

○西野分科会長 当局の説明が終わりました。

委員の皆様の質疑、御意見をお願いいたします。

今城委員。

○今城委員 では、一連の上下水道局の補正、それから当初予算、御説明を一旦いただき

ましたので、全体を通してということでちょっと伺っておきたいなというふうに思うんで

すけれども、昨今のアメリカとイランの状態とか、イスラエルとイランの状態とかってい

うことを鑑みまして、今一番心配されるのは原油ですよね。原油が入ってこないっていう

ことで、国のほうでもずっとしておられるのですけれども、実際問題として、これから私

たちがこの米子、または地元で考えていかないといけないっていうことは、現実、今もう

既にナフサが不足している。または減産、ナフサ関連する商品が不足している、もしくは

減産するっていうことがずっと入ってますよね。となると、私が一番心配するのは塩ビな

んですよね。塩ビ管等で、ナフサを使って、最終的にナフサとか原油は一番頭なんですけ

ど、最終的にどんどんどんどん製品化されていったときに我々が一番心配しないといけな

いのは、一番大事な塩ビ管だと思ってるんです。塩ビ管に関連する塩ビの関連の材料とか

になると思うんですけど、相当、今でももう塩ビ関係のもの上げていくっていうような情

報もどんどん出てますし、そういう状況になったときに、現在の予算ということっていう

のは、物価分があると思うので、そういうのも全部検討しつつ積み上げてきた予算だとい

うことだと私は思ってるんですけれども、今後っていうことになったときに、発注すると

きには、とてつもない材料費が変わってくるっていうことがきっとあると思うんですね。

そういうときに、私は数回、これまでのところで数回、公共工事の標準請負契約約款の中

の、昔は第２５条のスライド条項だったんですが、今は２６条になっているということで、

そのスライド条項によって検討、どれだけ上がったのかっていうことを踏まえての契約を

変えていくっていうことになると思うんですけど、この２６条、今は２６条だと思います

ので、２６条についてのことっていうのは、どのように皆さん方が認識され、どういうふ

うに契約、もちろん契約約款に入ってると思うので、それは、契約自体は大丈夫なんです

けど、そこの中にきちんとしたスライド条項っていうところがもちろん当然入ってますよ

ねってことを確認させていただいたところから質問させていただきたいと思うんですけど、

いかがでしょうか。

○西野分科会長 湯崎副局長。

○湯崎上下水道局副局長兼総務課長 当然委員の言われるようにスライド条項は契約の

ほうに盛り込んでますので、今言われた御心配事が大きく影響してくれば、当然契約変更

して、負担にならないようにしていくということだと思います。

○西野分科会長 今城委員。

○今城委員 では、確認をさせていただいたところから、その後なんですけど、そうする

と米子市的にも、鳥取県もそうなんですけど、運用マニュアルがきちっと定められている

と思うんですけど、運用マニュアルについてはどのような取扱いになっているのか教えて

ください。
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○西野分科会長 横木課長。

○横木経営企画課長 運用マニュアルということでございますけれども、ちょっと今数字

を覚えておりませんが、マニュアルの中で、何％物価が上がったときはスライド条項を適

用するという内容がございますので、それに従ってやっていきたいと思っております。

○西野分科会長 今城委員。

○今城委員 分かりました。そうだと思ってますので。となると、そのマニュアルについ

てのことを現場の監督員さんとか、もちろん業者さんたちにもきちんと定めを示さないと

いけないと思ってるんです。そうすると、例えば今私が思っているところで言うと、繰越

明許に関連するところの工事に対しても、今後基準日を設定されると思うんですけれども、

そこからあと２か月以上工事が残っているとか、もしくは材料が入らないために工事がで

きないとかっていうようなことで、工期を延ばさないといけないというようなことになっ

ていったときには、必ずこのスライド条項に係ってくる可能性も出てくるので、現場の監

督員が知らないとか、それから業者さんも知らなかったので請求できなかったとかってい

うようなことのないようにしないといけないと思うんですけど、そこら辺りの周知とか、

それから講習、研修みたいな形のことは考えておられますか。

○西野分科会長 長澤課長。

○長澤水道設計監理課長 繰越工事等に関してなんですけれども、毎年３月の下旬になり

ますと、そういった単価であったり、労務単価も含めて変更になってくるのが分かってお

ります。その単価が出た時点で、１か月後ぐらい、４月の中旬ぐらいになると思うんです

けれども、各業者さんに向けて、変わりましたという案内と、変わったことによる契約変

更の意思の確認というのを案内させていただきながら変更させてもらってるということが

あります。

○西野分科会長 今城委員。

○今城委員 特にこの２６条のスライド条項を使うっていうときには、基準日をきちっと

定めるわけなので、３月末に新たに出ました、単価がこうなりましたっていうことだけで

は対応し切れないと思っているんです。単価表とかも、毎月毎月とか変わってくる単価表

をお互いにきちんと確認しないといけないところにはなるんですけど、そういうところの

単価表をきちっと見た上で、基準日を定めるというところに関しての運用の形っていうの

をきちんと示さないと、３月に変わりましたからっていって、その後どんどんどんどん上

がっていくっていうことに対しての、どうしたらいいのみたいな不安とか、それから、何

ですかいな、意思の疎通ができてなかったりとかしたりするようなことがあるとやっぱり

ね、お互いにスムーズな工事になっていかないと思うんですよ。その辺のところっていう

のは準備をきちっとしていただいているんですかね。

○西野分科会長 長澤課長。

○長澤水道設計監理課長 おっしゃるとおりでございます。従前から業者さん、上水道で

したら管工事組合ってあるんですけれども、そちらのほうと常にそういった情報も提供し

合って、今後どうやっていくかっていう話合いも当然行いつつ確認をしながら、変えなき

ゃいけないところはしっかり変えてというふうにやっております。

○西野分科会長 今城委員。

○今城委員 では、よろしくお願いします。建設業協会さんとか、建設業協議会さんとか
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ともちょっとしっかり、これ上下水道局だけじゃなくて、この後、土木関係のところとか

もお話ししないといけないなと思ってるんですけど、一度きちっと連携を取った上で、ど

こかの段階で、なかなかこれまでデフレだったこともあって、２５条のスライド条項とか

単品スライドも含めてなんですけど、使うことがあんまりなかったですよねっていう感じ

のことがあったりするので、もう何十年ももう、私も、だから２０年近く前に１回か２回

したかなって感じぐらいで、２０年か、十五、六年もうちょっとかなって感じぐらいだっ

たりするので、そうすると新しい職員の方なんかは知らない、この条項をっていうことも

絶対あると思うので、局側の職員の皆さんにはもちろんのこと、建設業関係や水道の組合

の方たちも全部含めて、一旦きちんと研修とかするべきじゃないかなと思いますので、こ

れはきちっと対応していただけるようにお願いしておきたいと思います。以上です。

○西野分科会長 ほかにございませんか。

〔「なし」と声あり〕

○西野分科会長 ないようですので、本件は終了いたします。

以上で、上下水道局所管の審査を終わります。

予算決算委員会都市経済分科会を暫時休憩いたします。

午前１０時３４分 休憩

午前１１時４４分 再開

○西野分科会長 予算決算委員会都市経済分科会を再開いたします。

都市整備部所管について審査をいたします。

初めに、議案第３３号、令和７年度米子市一般会計補正予算（補正第１１回）のうち都

市整備部所管部分を議題といたします。

当局の説明を求めます。

柳田建設企画課長補佐。

○柳田建設企画課長補佐兼総務担当課長補佐 そうしますと、議案第３３号、令和７年度

米子市一般会計補正予算（補正第１１回）のうち都市整備部所管部分について御説明いた

します。それでは、通知いたします。

画面では、補正予算書の４１ページになります。４１ページ下段、８款土木費、２項道

路橋りょう費の道路新設改良事業、４項都市計画費の米子駅北広場ウォーカブル推進事業、

角盤町周辺まちなかウォーカブル推進事業、米子駅周辺まちなかウォーカブル推進事業に

つきましては、国費の交付決定額に合わせて減額を行うものです。

４２ページに参りまして、上段、４項都市計画費のうち、震災に強いまちづくり促進事

業につきましては、補助金の実績減に伴う減額、県営街路事業負担金につきましては、鳥

取県施行の事業費が増額になることに伴い、本市負担金を増額するものでございます。

次に、４１ページに戻ります。下段、８款土木費、４項都市計画費のうち、駐車場事業

特別会計貸付金を計上しております。資料を通知いたします。

画面のほうでは、歳出予算の事業の概要書、１０ページに詳細を記載しております。こ

ちらのほうは、駐車場事業特別会計の円滑な運営を図るため、駐輪場事業の単年度赤字見

込額１,８４５万２,０００円及び駐車場事業の累積赤字およそ３億５,９２２万円に対し、

その一部として昨年度と同額の４,８９０万円、合計６,７３５万２,０００円を補正し、一

般会計から駐車場事業特別会計へ貸し付けようとするものでございます。
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続きまして、繰越明許費の補正について御説明いたします。資料を通知いたします。

画面のほうでは、補正予算書４８ページになります。４８ページ下段の８款土木費の県

営急傾斜地崩壊対策事業負担金から、４９ページ、上から４段目の排水路新設改良事業費

までの事業と、一つ飛ばしまして、６段目、角盤町周辺まちなかウォーカブル推進事業費

（都市整備課）から１０段目、市営住宅長寿命化改善事業費までの事業につきまして、繰

越明許費として追加計上しております。

また、次の５０ページに参りまして、中段の８款土木費、安心・安全な通学路整備事業

費から公園施設長寿命化事業費までの事業につきまして、繰越明許費の変更を計上してお

ります。主な繰越理由としましては、関係機関との協議、調整に期間を要したため、年度

内の完了が見込めないことによるものです。各繰越事業の施工箇所につきましては、委員

会資料７番の関係地図を御参照ください。説明は以上になります。

○西野分科会長 当局の説明が終わりました。

委員の皆様の質疑、御意見をお願いいたします。

〔「なし」と声あり〕

○西野分科会長 ないようですので、本件は終了いたします。

次に、議案第３５号、令和７年度米子市駐車場事業特別会計補正予算（補正第３回）を

議題といたします。

当局の説明を求めます。

柳田建設企画課長補佐。

○柳田建設企画課長補佐兼総務担当課長補佐 それでは、議案第３５号、令和７年度米子

市駐車場事業特別会計補正予算（補正第３回）について説明いたします。資料を通知いた

します。

画面では、補正予算書の２０ページになります。先ほど一般会計補正予算で説明いたし

ました、一般会計から駐車場事業特別会計への貸付金６,７３５万２,０００円の補正に係

る歳入について、使用料と一般会計繰入金の財源組替えを行おうとするものです。説明は

以上です。

○西野分科会長 当局の説明が終わりました。

委員の皆様の質疑、御意見をお願いいたします。

〔「なし」と声あり〕

○西野分科会長 ないようですので、本件は終了いたします。

次に、議案第４０号、令和８年度米子市一般会計予算のうち都市整備部所管部分を議題

といたします。

当局の説明を求めます。

柳田建設企画課長補佐。

○柳田建設企画課長補佐兼総務担当課長補佐 それでは、議案第４０号、令和８年度米子

市一般会計予算のうち都市整備部所管部分の主な事業について、歳出予算の事業の概要に

より御説明をいたします。それでは、通知いたします。

そうしますと、４４ページ、下段、単県小規模急傾斜地崩壊対策事業につきまして、米

子市内における美吉、陰田町などにおいて、斜面の崩壊を防ぐ工事関連費用として計上を

いたしております。
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４５ページに参りまして、下段、橋りょう補修事業につきましては、日野橋ほか３橋の

修繕に係る工事請負費や点検等に係る委託料を計上しております。

次に、４ページほど飛びますが、４９ページを御覧ください。上の段、市道安倍三柳線

改良事業につきましては、早期の供用開始を目指し、県道東福原樋口線から国道４３１号

線の区間整備として用地買収などを行います。

次に、３ページ飛びまして、５２ページを御覧ください。上の段、米子駅北広場ウォー

カブル推進事業につきましては、米子駅の交通結節点としての機能強化を図るため、バス

ターミナル改修、歩行空間整備に係る工事請負費などを計上しております。

５３ページ、上の段、角盤町周辺まちなかウォーカブル推進事業につきましては、角盤

町周辺の歩いて楽しいまちづくりに向けた歩行空間の整備、美装化を実施いたします。

同じページの下の段、米子駅周辺まちなかウォーカブル推進事業につきましては、明治

町公園整備と周辺道路の美装化、さらに、めぐみ通りから米子アリーナへの歩行空間につ

いても整備を進めるとともに、だんだん広場へのＳＬ移設を行ってまいります。

５５ページの下段を御覧ください。湊山公園リニューアル事業につきましては、鳥取大

学医学部附属病院の再整備に伴いまして、将来に向けたまちづくりと調和した公園として

のリニューアルを行うため、実施設計を行ってまいります。各事業の施工箇所は委員会資

料の８番、関係位置図を御参照ください。説明は以上です。

○西野分科会長 当局の説明が終わりました。

委員の皆様の質疑、御意見をお願いいたします。

錦織委員。

○錦織委員 まず、概要版の４９ページで、市道安倍三柳線の改良事業なんですが、これ

は物件の移転補償っていうことで、全ての地権者との交渉は終了したんでしょうか。

○西野分科会長 督永道路整備課道路改良担当課長補佐。

○督永道路整備課道路改良担当課長補佐 委員御質問の件ですが、まだ全ての地権者の方

との交渉は済んでおりません。一部の地権者の方々の交渉を今、継続中でございます。以

上です。

○西野分科会長 錦織委員。

○錦織委員 それは大体全体のどのくらいのところが、あと、残ってるんでしょうか。分

かりますか。

○西野分科会長 督永担当課長補佐。

○督永道路整備課道路改良担当課長補佐 県道東福原樋口線から国道４３１号までの区

間の用地買収に関しましては、今年度から用地買収と物件移転補償の契約に向けた交渉の

ほうを進めております。実際に契約に至った件数はまだゼロ件っていいますか、まだ契約

には至っておりません。複数の地権者の方との交渉のほうは進めておりまして、いい感触

は伺ってはおるんですけど、契約に至ってはございません。以上でございます。

○西野分科会長 錦織委員。

○錦織委員 状況は分かりました。それと、次に、都市整備課の５５ページの湊山公園の

リニューアル事業なんですが、前回聞きましたら、今まであるステージっていうか、あれ

はもう造らないっていうことで聞いてるんですけれども、結構何かいろいろな催物ってい

うか、そういうものがあったりすると、ステージをよく使ってたというふうに思いますが、
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今後は全く造らないのか、要望があれば検討するということなのかっていうことと、それ

から、今回、医大のほうの病棟が中海側のほうに向けて何とか造られるようなんですけれ

ども、そこでイベントなどをした場合に、今までと同じように思い切り音を流すと影響が

あるかどうかなんていうことはちょっと考えられているんでしょうか。

○西野分科会長 本干尾都市整備課長。

○本干尾都市整備課長 まず、ステージの件ですが、前回でもお話ししたように、既存の

ステージに関しては医大の提供範囲に入るということで、基本的には取り壊す形になろう

かと考えてます。新たな代替施設というところでございますけども、今、基本設計の最終

的に作業を進めているところでありまして、イベント等ができるようなしつらえというの

は検討の中でしておりますけども、今のようなステージを造るかどうかということになる

と、今の希望っていうところはちょっと今は想定はしていないというところでございます。

それから、音の関係です。これは、過去にもそういったお話が病院からあったというの

はちょっと話は聞いてはいるんですけれども、当然イベントをやる上で、周辺、病棟、入

院されてる方とか、そういったことへの配慮っていうところが出てくるのかなというふう

なことは考えてはおりますので、今後医大さんといろんな今協議をしている中で、その辺

りもどういったルールづくりをするかとか、そういったところは協議していきたいと考え

ております。以上です。

○西野分科会長 錦織委員。

○錦織委員 今度造るとしたら、やっぱり芝生のところでステージは、今までのような大

きなものはないにしても、造られたほうがいいのかなというふうに思いますので、やっぱ

りその都度その都度どっかから持ってきて何か体裁つくるっていうのはなかなか利用者の

利便性もちょっと悪いんで、あったほうがいいのかなというふうに、これはちょっと要望

しておきます。

音についてもいろいろ検討されるようですので、よろしくお願いします。以上です。

○西野分科会長 暫時休憩いたします。

午前１１時５８分 休憩

午後 １時００分 再開

○西野分科会長 予算決算委員会都市経済分科会を再開いたします。

休憩前に引き続き委員の皆様の質疑、御意見をお願いいたします。

稲田委員。

○稲田委員 午後からもよろしくお願いします。主な事業の概要の５２ページの上の段、

米子駅北広場ウォーカブル推進事業について伺います。この後、次の５３ページの角盤町

周辺まちなかウォーカブルと米子駅周辺まちなかウォーカブルも併せた質問もその後しよ

うと思いますので、よろしくお願いします。

駅北広場に関することなんですが、事業の内容のところで、米子駅北広場のバス乗り場

や歩行空間の整備等を行うと書いてあるのですが、私、ちょっとこれなかなかイメージが

つかなかったもので事前にお伺いしたら、ホームページに載っておりますということでホ

ームページを、画面だけじゃあ分かりにくいんで印刷して何度も見るんですが、ちょっと

私では理解がなかなかできないもんで、こんな私でもこのリニューアルがどこら辺がどう

変わるのかというところを詳しく教えていただきたいと思います。



－14－

○西野分科会長 中原都市整備課米子駅周辺整備推進室長。

○中原都市整備課米子駅周辺整備推進室長 駅北広場の整備の概要について説明いたし

ます。

まず、バスターミナルにおきましては、今バスが歩道に寄りつきにくいことから乗降に

支障が生じておりますので、バス乗り場をテラス式にしまして、乗降がしやすいように整

備をする予定としております。令和８年度は線路側のバス乗り場の改修を予定しておりま

す。加えまして、がいなロード、米子駅から既存のバスターミナルのシェルターまでの歩

行者動線に新たにシェルターを設置しまして、歩行者の利便性の向上を図る整備を実施い

たします。また、旧セブン－イレブン跡地の空間は、滞留空間として待ち合わせや休憩場

所としての利用を想定しておりますので、ベンチの設置やブロック舗装の整備を予定して

いるところです。以上です。

○西野分科会長 稲田委員。

○稲田委員 今おっしゃられたことが主に３点だったかと思うんですけど、すみません、

ホームページのリンク先を送ればいいんですけど、サイドブックスではそのような技が私

は使えないもんですから、すみません、一人でホームページのものを見ながらこれから質

問を続けますけど、確かに、ああ、そういう反映がされるんだなというのは分かるんです

けど、やはりこれだけの金額をかけてやるのであれば、パース図なりが私はあってしかり

だなと思うんですが、そういうものは今日はもうないにしても、やっぱりウォーカブル全

体にも言えることなんですが、ここがこう変わりますというのがイメージつかないまま、

比較的額が大きなものがこれ連続してあるわけなんですけど、今日はないにしても、どこ

かでやっぱり米子駅こう変わります、バスターミナルこう変わりますっていうものが欲し

いんですけど、その点はいかがでしょうか。

○西野分科会長 中原推進室長。

○中原都市整備課米子駅周辺整備推進室長 現在、米子市のホームページにも整備後のパ

ース図のほうは掲載しておるところですが、それがホームページに訪れた方にもより分か

りやすくするように、掲載の方法とかの見直しを検討したいと考えております。以上です。

○西野分科会長 稲田委員。

○稲田委員 ぜひ、さっき一つ前に答弁された話ね、じゃないと、多分これ見比べても、

私はどこが変わるんだろうというのが正直な感想です。やっぱり前と後で、加えて、この

箇所、この箇所、この箇所にこういう工夫あるいは改善がなされるというのは、おっしゃ

られてるから、もうこれ以上言わなくてもいいんでしょうが、よろしくお願いします。

続いて、冒頭に言った、ウォーカブル３つの事業がこの都市整備課においてはあって、

要は、総合政策部が持っているのと都市整備部が持っているウォーカブルがそれぞれある

ので、ちょっと委員会をまたいでのような話になって恐縮なんですが、結局、令和３年度

から、途中から始まって、ウォーカブルですよ、令和４、５、６、７年度がもうすぐ終わ

ろうとしていて、今、８年度予算に向かおうとしていると。おおむね大体これ５か年計画

と言われてるものなので、来年が最終年になると。ですので、もう、半分以上経過してい

るので、やっぱり実績をしっかりと認識した上で、あるいは伴った上で予算審査をしたい

なというのが私の思いではあります。

事前に、これも担当課長さん、もちろん総合政策部のほうの担当の方にも言ったんです
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けど、実際のところ、実績を示すものというのは、ほとんど直接の報告は委員会等ではな

い。では、どうなってるんだと聞いたら、Ａ４サイズ１枚で、令和７年度中心市街地通行

量調査結果というの載っていて、もちろんこれがウォーカブルの結果だというふうに載っ

てるわけではないんですね。本会議で、代表質問でこの話も出たりはしておりますが、微

増であった的な答弁はございましたけども、数字の言及はないような状況でございます。

言わんとしていることは、やっぱり、まずは報告の機会がそろそろ必要だと思い、以前

は決算でも指摘いたしましたが、なかなかこれだというような的確な資料がまだ提出され

てないと私は個人的には思ってるんですけれど、今後そのウォーカブルに対する、まずは

実績を報告するような場をこれは強く求めたいですが、ちょっと予算からは少し離れます

けど、この件について見解をいただきたいと思います。

○西野分科会長 本干尾都市整備課長。

○本干尾都市整備課長 ウォーカブル事業全般の実績というところでございますけど、先

ほど委員から言われたとおり、都市再生整備計画というのが令和８年度まで、今、計画を

立ててやっているところで、これは以前に議会でも御質問等いただいて、今その整備計画

上の目標指標としては、交通量の下げ止まりですとか新規出店というところを目標として

おりまして、現状としては、今回の本会議でもございましたとおり、歩行者数については

増えている状況があると。それから、新規出店につきましても、実績としてはあるという

ふうに我々も承知はしているところでございます。

一方で、御指摘のとおり、実績っていうところをどこかで出しているかというところに

なると、そこら辺はちょっと我々のほうでも、実際はやっていないというところがあろう

かと思いますんで、その辺りはちょっと、複数の課にまたがる事業でございますので、総

合政策部とも協議して検討したいと思います。以上です。

○西野分科会長 稲田委員。

○稲田委員 ぜひ、検討というか、これはぜひお願いします。

これホームページに載ってるので、私が特別に入手したデータでも何でもなくて、一例

だけ申し上げると、市内１８か所の調査結果、通行量が令和６年度と令和７年度のその１

８か所を合計すると、令和６年度が１万８,７４８人に対して、令和７年度が１万８,７８

６人で、ほぼ同水準で動いているということで、地点地点によっては増えたり減ったりは

してるんですけど、ウォーカブルをこれだけやってきて、６年度から７年度以降はそれほ

ど大きな動きは見えてないなというところであります。

ですので、予算としては、先ほど言った５か年計画のものを、４か年から５か年の最後

の１年で待ったをかけるようなことまでは私は考えませんけれども、５か年が終わるのが

見えてきて、最初に言ったとおりですけど、やっぱりこれは実績を伴ってこれからも審議

をしていくものだと思いますので、よろしくお願いいたします。

あとは委員長に、先ほど、ほかの委員会にもまたがる話ですので、議長とも相談いただ

いて、我々、改選が近いですから、いついつというのは期限はなかなかつけ難いですけれ

ども、このようなことを委員会での発言があったということはお伝えいただいて、今後の

市議会としてどのようにこれを考えていくかというのは、相談というか、耳に入れといて

いただきたいと思います。

取りあえず、ウォーカブルは以上で、続けて……。
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○西野分科会長 いいですよ。

○稲田委員 いいですか。

○西野分科会長 はい。

○稲田委員 続きまして、５４ページです。下の段、街路維持事業についてお尋ねします。

真ん中列の、本年度の事業の概要の半分から下の、括弧して主な内訳の３つあるうちの

３つ目なんですが、米ッ子合掌像補修工事というのがございます。事業名は街路維持事業

なので、果たしてそれが、ここに載ってきた経緯というところからお尋ねしたいと思いま

す。

○西野分科会長 長谷川道路整備課道路維持担当課長補佐。

○長谷川道路整備課道路維持担当課長補佐 米ッ子合掌像の補修工事の件ですけども、合

掌像自体のある場所が、タクシープールを含めましてだんだん広場までの間、市道認定が

されておりまして、道路施設として維持管理しておりますということで、こちらの街路維

持事業のほうで上げさせていただいてるということです。以上です。

○西野分科会長 稲田委員。

○稲田委員 米ッ子なので、植物なので、何か植物扱いかと一瞬だけ本当に思ったんです

けど、それはまあ冗談にしても、ここが市道ということですね。

○長谷川道路整備課道路維持担当課長補佐 はい。

○稲田委員 ちなみに、米ッ子合掌像がモニュメントとして果たす役割というのはあるん

ですけれど、要は、例えば観光資源とか、その辺りはもう課が違うですよね。

質問が悪かった。委員長。

○西野分科会長 稲田委員。

○稲田委員 要は、これをアピールしていくのは、例えば観光課とかそういうことですよ

ねっていうことです。

○西野分科会長 北村都市整備部次長。

○北村都市整備部次長兼道路整備課長 今、長谷川担当補佐のほうが言いましたけども、

一応道路施設で維持管理はしておりますが、それの利活用につきましては、庁内としての

今後どういう在り方でいくかっていうのは考えていかなきゃいけないのかなとは思います。

なので、一応道路整備課として管理はしているものの、今後、何か観光資源になるのかど

うかっていうのは、ちょっと庁内で検討するのかなというふうに考えております。

○西野分科会長 伊達部長、いいですか。

伊達部長。

○伊達都市整備部長 今でもライトアップされとるのは御存じかと思いますけども、庁内

いろいろな課から、例えば紫とかピンクのライトアップ、福祉関係のライトアップとか、

あとクリスマスには緑と赤のライトアップをしたりっていうことで、皆さんにかわいがっ

てもらうように、米子市の玄関口ということで、そういったような形で、ＰＲっていうか

アピールはさせていただいとるところでございます。

今後、何か利活用につきましても、都市整備部が中心になるんですけども、そういった

ような、どういったもんができるかっていうのは、部局横断していろいろ活用については

考えていきたいということで考えておりますんで、よろしくお願いをいたします。

○西野分科会長 稲田委員。
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○稲田委員 その利活用なんですわ。結局、ＳＬが来年度中の、時期は来年度中で、場所

はおおむねあの県道寄りのような答弁があったかと思うんですが、それに合わせてやっぱ

り駅前、この駅北広場が注目度が高まるときに、どこの課がどの、を所有してっていうの

が、私も把握して聞きたかったものですから、米ッ子合掌像は、じゃあ都市整備部に言え

ば大丈夫ってことですね。

○西野分科会長 伊達都市整備部長。

○伊達都市整備部長 都市整備部が所管しておりますんで、その活用とかライトアップの

話とかは都市整備部に相談していただければいいと思います。

○西野分科会長 稲田委員。

○稲田委員 ひとまず、最後で。５５ページの下段です。湊山公園リニューアル事業につ

いてです。

こちらに関しては、先月の閉会中の委員会で説明がありましたので、その内容が進めら

れていくうちの一環で実施設計の予算が上がっているという認識ですので、この予算につ

いて直接というわけではないんですが、私なりの言い方をすると、並行してというか、お

隣の児童文化センターの共創施設というのが、今、来年度から少しずつ動き出すというこ

とで、昨日の委員会でその話もあったと思います。

時期としては、こちらの湊山公園のほうの基本設計が令和８年４月に出来上がる、一つ

の見立て、６月以降に実施設計に入るということで、８年度に設計がどんどん進んでいく

と。お隣の児童文化センターは令和８年度に基本計画等々があって、９年以降、１年ずれ

るという言い方が適切かどうか分かりませんけど、実施設計に入っていくということで、

約１年ぐらいの時間のずれはあるものの、ある見方をすれば一体として、あのエリアがリ

ニューアルというか変わっていくという見方も取れると思うんです。したがって、まずは、

同じ市役所の中で、こっちはもう福祉、こども総本部がやるんだと、こっちは都市整備部

がやるんだという考えはないとは思いますが、どのような連携が取られていくのかという

ところをお聞かせください。

○西野分科会長 本干尾都市整備課長。

○本干尾都市整備課長 鳥取大学医学部の再整備に伴う、都市整備部のほうでは、湊山公

園リニューアル事業というのを今、進行しているとこですが、医大の再整備に関わる様々

な取組につきましては、部局横断的に、これまでもプロジェクトチームなどで検討なり情

報共有をしているところでございまして、児童文化センターにつきましても当然同様に、

もちろん湊山公園の公園区域の中の施設でもございますので、その辺りは、こども総本部

はもちろんですけど、あと、取りまとめをしてます総合政策部なり関係各課とも、今後も

引き続き情報共有なり協議を重ねて、一体として取り組んでいきたいというふうに考えて

おります。以上です。

○西野分科会長 稲田委員。

○稲田委員 ということで、ただ単に湊山公園だけとか、ただ単に児童文化センターの共

創施設だけというのは非常にもったいない話ですので、部局横断という言葉がありました

が、そこは十分に機能させていただきたいと要望しておきたいと思いますし、この委員会

として提案というか、なんですけどね、我々議員も説明を受けるときには、委員長にもま

たどこかで考えてもらえればと思うんですが、別々で聞くと、片方の委員会では何かこう
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いうふうにしたほうがいいと、例えば子どもに特化したほうがいいとか、片方は、例えば

高齢者に特化したほうが、いや、でも同じ隣の敷地だったら、もう少し一緒に話したほう

がいいんじゃないのみたいなことが私は起き得るんじゃないかと思いますので、またどこ

かでそういう、委員会横断がいいのか、ほかの手段がいいか分かりませんけどね、そのよ

うなこともどこかでまた相談したいと思いますので、お願いしたいと思います。と言って

も改選が近いので、また時期も考えたいと思いますが、そういうようなことを考えており

ますと。以上です。

○西野分科会長 ほかにございませんか。

国頭委員。

○国頭委員 事業説明の５２ページ、稲田委員と同じところですね。私は、ちょっとこの

通知の方法を忘れてしまいましたんで、すみません。

米子駅北広場ウォーカブル推進事業のところ含め３点、ちょっと質問したいんですけど

も、ここのところ、先ほどからちょっとイメージが分からないって言われてたんですけど

も、全くそのとおりだなと思うんですけど、ここに説明あるがいなロードへの雪吹き込み

対策っていうのは、正面のところですよね、結局。そこに入ってくるから、これから設計

するっていうことという、設計して対策するっていうことですよね。

○西野分科会長 中原都市整備課米子駅周辺整備推進室長。

○中原都市整備課米子駅周辺整備推進室長 がいなロードの雪吹き込み対策につきまし

ては、がいなロードの通路内の鳥取側及び松江側には、換気のために上下にガラリという

通気口が設置されておりまして、雪の降る風の向きですとか降る量によっては、がいなロ

ードの中に雪が吹き込んでくるという状況が近年見られておりますので、その吹き込みを

少なくしたり、なくすような対策費用として計上しております。以上です。

○西野分科会長 国頭委員。

○国頭委員 分かりました。がいなロードは、だから、橋上のとこですよね、橋上のとこ

だということで。これは、もともと設計のときは想定してなかったっていうことですか、

ということは。

○西野分科会長 中原推進室長。

○中原都市整備課米子駅周辺整備推進室長 がいなロードの設計時点では雪の吹き込み

まで想定していませんでしたので、そのような雪が吹き込んでくるという状況が見られて

いるところでありますので、それを防止するように対策を予定しております。以上です。

○西野分科会長 国頭委員。

○国頭委員 分かりました。あと、もう２点、いいですか。

○西野分科会長 いいですよ。

○国頭委員 この下の米子駅周辺まちなかウォーカブル推進事業について質問したいと

思いますけども、これ……。

（「課が違う。」と今城委員）

○西野分科会長 国頭委員。

○国頭委員 違うんだ。そうだ。分かりました、すみません。いいです。

そうすると、５７ページの空家等対策事業、お願いしたいと思います。

この中に、主な内訳として、空家等相続人調査業務委託ということで３２万５,０００円
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とされてますけど、これは国からの補助も使いながらやっていかれるということですけど、

これは、今までは自分たちでやっとられたと思いますけど、これは委託というのはどこに

委託されるんですか。

○西野分科会長 片山住宅政策課空き家・空き地対策室長。

○片山住宅政策課空き家・空き地対策室長 空家等相続人調査の業務委託についてでござ

いますけれども、こちらについては今年度から既に実施をしているものになります。

契約相手につきましては、一般社団法人鳥取県公共嘱託登記司法書士協会のほうに委託

をしております。以上です。

○西野分科会長 国頭委員。

○国頭委員 分かりました。多分、今までは、片山さんとか皆さんでやっとられたという

ことで、委託して、業務も負担じゃないですけど、されるべきだなとは思ってましたんで、

これは今年度からやっとられるということでいいんですね。分かりました。今まではこう

いった国の補助っていうのはなくて、自前だけでやっとられたということですね、自前の

予算で。

○西野分科会長 片山空き家・空き地対策室長。

○片山住宅政策課空き家・空き地対策室長 委託については今年度からでして、それまで

は、委託ではなく、職員が調査をするという方法でしております。

○西野分科会長 国頭委員。

○国頭委員 分かりました。予算もかかると思いますんで、そういった業務を減らすとい

うか、形で進めていただきたいと思います。以上です。

○西野分科会長 ほかにございませんか。

田村委員。

○田村委員 ５３ページ下段のまちなかウォーカブル推進事業についてお伺いします。

私もＳＬの移設というのは言ってましたし、中田委員のほうも強力に言っていただいて、

これができるということで非常に喜んではいるんですが、私も以前の議会で申し上げたと

おり、やはり「鉄道のまち」米子ということを標榜する上で、だんだん広場という動線外

に置くよりは駅前に置いて、ＳＬ広場とかそういった名称にしてしまったほうがいいんじ

ゃないかと、今でもあらがって思ってるんですが、これに関しての見解を伺います。

○西野分科会長 本干尾都市整備課長。

○本干尾都市整備課長 だんだん広場のＳＬの移設先というところで、以前にも議会でも

御質問をいただいた件だと思いますけども、ＳＬの移設先に当たっては、駅前の旧セブン

－イレブン跡地っていうところだというふうに思いますけれども……。

（「ちょっと違う。ごめんなさい、ちょっと。」と田村委員）

○西野分科会長 田村委員。

○田村委員 すみません、イメージしてるのは、前も本干尾さん言ったと思うんですが、

今、山陰鉄道発祥の碑というのとＳＬの動輪がある、あそこです。あそこに横置き、真正

面どおんとって、そういう感じです。

○西野分科会長 本干尾都市整備課長。

○本干尾都市整備課長 駅前の鉄輪のあるところへの移設というとこですが、旧セブン－

イレブン跡地全般を含めてというところになるんですけども、やはりＳＬ自体がかなり現
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在大きいものでございまして、今のこの旧セブン－イレブン跡地のところにつきましては、

先ほどちょっと事業の内容でも御説明をさせていただいたとおり、駅利用者さんですとか、

バスターミナルの利用者さんの休憩場所としての整備を中心として考えておりまして、ス

ペース的にも、ＳＬを置くとかなり手狭になるというところもございます。

それから、今の鉄輪のちょうど裏側といいますか、あの駅前どおり側のほうには地下駐

からの出入口等もございますので、そこからの動線とかも確保を考えますと、場所的には

ちょっと狭いというところもございまして、だんだん広場でございますとスペース的にも

十分確保はできるというところもございまして、だんだん広場の移設というところで考え

ているとこでございます。以上です。

○西野分科会長 田村委員。

○田村委員 よく分かりますが、結局、だんだん広場において県道側に横向きにというふ

うに伺ったんですが、そうすると、イベントの主催者さんから聞いたんですが、要は、ス

テージというか、だんだんと上がってるようなところが壁になってしまって通りから見え

なくなるというようなことで、何ていうんですか、閉鎖的になってしまうということにつ

いては非常に困るというふうな話を、私、伺いました。こういったことについての声って

聞いとられますか。

○西野分科会長 本干尾都市整備課長。

○本干尾都市整備課長 県道側のほうに当然置きますと、先ほども申し上げた、大きさも

かなりありますし、高さもそれなりにＳＬ自体がございますので、当然、見通しという面

では障壁になるというところは御指摘のとおりだと思います。だんだん広場の今後の利活

用とかっていうところも含めまして、だんだん広場に設置して、イベント時における見通

しというところは、ＰＲですとかそういったところも十分、ちょっとどういったことがで

きるのかっていうのは考えていかないといけないとは思いますし、あと、見通しの面も、

当然、ＳＬの真裏っていうのは見えないと思うんですけれども、そこを外したところから

でも、道路を通ってる方からも見通せるようなところを確保するなり、そういった配慮は

していきたいと思います。以上です。

○西野分科会長 田村委員。

○田村委員 ぜひ、これもあらがったって仕方ないのか分かりませんが、やはり、「鉄道

のまち」ということを標榜されるのであれば、標榜していただきたいんですけども、やは

りそういった位置関係については、ぜひ広く意見を聞いていただきたいというふうな、こ

れは要望したいと思います。

それと、あと、本干尾さん関係で１件聞かせていただきたいんですが、北の降車場、タ

クシー乗り場の前の降車場を３台分のところに、今までポールが立ってたのを、今度、整

備に当たっては立てないでいただきたいというふうに、私、再々お願いをしておりました。

今現在立っておりませんで、非常に車の出入りがスムーズであるというふうに認識をして

おりますが、この整備が進む上で、これが立つことになるんでしょうか、今のままやって

いただけるんでしょうか伺います。

○西野分科会長 本干尾都市整備課長。

○本干尾都市整備課長 北広場の整備内容をこの委員会で御説明したときにそういう御

要望もいただきました。現在、御指摘のとおりポールを立てておりません。今現在のとこ
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ろ、立てないことによる弊害というか、そういったような声は伺っておりませんので、現

時点では新たにまた設置するというような考えはございません。以上です。

○西野分科会長 田村委員。

○田村委員 ありがとうございます。ぜひ、この状態で置いておいてください。以上です。

○西野分科会長 ほかにございませんか。

今城委員。

○今城委員 午前中の上下水道局のときでもお話をさせていただいたんですけれども、議

案の３３号の補正予算、それから、今回の８年度の一般会計予算についてなんですけれど

も、特に下水道さん、それから都市整備部さんが関連するところっていうのは、材料の問

題とかになるんですが、今現在、石油、原油が非常に入ってくるのが難しくなってきてい

るという状況で、今後の見通しが立たないっていう状況にもなってきていて、国内備蓄を

放出するっていうことも今週始まってますので、価格の問題については、ちょっともう少

し見ないといけないと思ってるんですけど、この原油を原材料にしたナフサの不足はもう

見えているということや、ナフサを使って塩ビ関係のものっていうのがもう既に値上がり

を示されているっていうこともありますので、これは舗装材とかにも全部関連してくるこ

とになると思いますので、そこで、確認と質問なんですけれども、これまでの工事系、公

共工事の標準請負契約約款では、２６条にあると思うんですけど、スライド条項が入って

ると思います。そのスライド条項についてのことっていうのは、もちろん契約の中に入っ

ていますよねっていうか、標準で入れないといけないことになってるので、入っているっ

ていうことと、それの認識をきちっと担当の皆さんが御存じでいらっしゃいますよねって

いうことと、もう一つは、これについての運用マニュアルっていうのはどういうふうに扱

われているのかっていうのを、都市整備部さんのほうでのことを伺っておきたいと思いま

す。

○西野分科会長 本干尾都市整備課長。

○本干尾都市整備課長 スライド条項につきましては、当然契約の中身に入っております

し、その運用は事業者さんのほうから協議があれば、当然そういった対応をさせていただ

くことになろうかと思います。

あと、その辺の取扱い、当然、担当者レベルまできちっとそういうことは周知は引き続

きしていかないといけないとは思いますし、その扱い方っていうかマニュアルっていうと

ころに関しては、ちょっとすみません、出どころが分からなかった、ちょっと県だったと

思いますけど、マニュアル等もありますし積算基準等もございますので、それに沿って適

正に処置したいというふうに考えております。

○西野分科会長 今城委員。

○今城委員 よろしくお願いします。さっきの運用マニュアルっていうのも含めて、私は、

十五、六年前じゃなかったかなと思うんですけど、一度このスライド条項で契約の変更を

お願いしたっていうこともあったんですけれど、その段階で、その前の段階で、担当者の

方が本当に何も知らなかったとかっていう、そういう条項があるっていうことや、その内

容についてのことがよく分からないみたいな感じのことがしばしばあって、えっていう感

じのことがあったこともあるので、さっき課長言われたみたいに、最前線の担当の方々に

もしっかりとその条項の内容、それから運用のマニュアル、それから基準日どうするのか
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ということとか、どういうような手続上の問題をやっていかないといけないのかっていう

ことを、しっかりと研修というか教えておいてあげてもらいたいなと思いますし、これは

ここなのかどうなのかが微妙ですが、業務委託に関しても、令和７年４月からはスライド

条項が入ってると思いますので、設計の関係のこととか、そういう部分でも出てくるんじ

ゃないかな、今後はって思ったりしますので、その辺のところをしっかりとお願いしたい

ということと、繰越明許も、当然、年度またいでもちろん繰越明許にして、残工事が２か

月以上残っているということでしたら、基準日を設けて対応しないといけないことになっ

てるはずですので、そこら辺のこともあるよっていうことも、今回も繰越明許たくさん出

していただいているんですけれども、議会側としては明許しました。だけど、本当にお金

が足らなくなりましたっていうことだったら、別にもう一回補正組まないけんという可能

性もまた今後出てくることもあると思うので、そこら辺は当たり前のこととして、議会側

もというか、私たち的には対応していかんといけんなっていうことも含めて、適宜にきち

っとしたスピード感で対応していただきたいなって思うことをお願いしときたいと思いま

す。

もう一つは、さっき課長もおっしゃってくださったみたいに、役所側の担当者はもちろ

んですけど、事業者さんたちもよく分からないっていう、もう私自身も十五、六年前に一

回やったよねっていう記憶があるぐらいのことで、多分あまり分からないっていう方のほ

うがすごく業者さんもおられるかもしれないなと思いますので、今朝、上下水道局さんで

もお願いしといたんですけど、一度きちっとした形で研修なりなんなりっていうのを、事

業者さん、それから、こちらの担当者もしっかりとしていただきたいなっていうふうに思

いますので、そこはお願いをしときたいと思います。よろしくお願いします。以上です。

○西野分科会長 ほかにございませんか。

〔「なし」と声あり〕

○西野分科会長 ないようですので、本件は終了いたします。

次に、議案第４３号、令和８年度米子市駐車場事業特別会計予算を議題といたします。

当局の説明を求めます。

山中都市整備部次長。

○山中都市整備部次長兼建設企画課長 議案第４３号、令和８年度米子市駐車場事業特別

会計予算について説明させていただきます。歳出予算の事業の概要７６ページを御覧くだ

さい。

下の段、駐車場管理事業３,６３８万１,０００円、７７ページに移りますが、上段、駐

輪場管理事業６,０４７万６,０００円を計上しております。駐車場管理事業につきまして

は、予算額のうち主なものは指定管理料です。そのほか、地下駐車場管理室のエアコン修

繕を行うため、修繕料を計上しております。駐輪場管理事業につきましては、前年度と比

較して予算が増加した主な理由としまして、駅前地下エスカレーターの修繕に係る修繕料

になります。今年度エスカレーターの故障に伴い駆動系の修繕を行ったところですが、令

和８年度は制御盤や駆動機などの制御機器のリニューアルを行います。

続きまして、そのほか、過去に駐車場及び駐輪場整備の財源として借り入れた市債の償

還元金１,３７９万５,０００円及び利子１５５万２,０００円の歳出と、予備費５０万円を

計上しております。説明は以上です。
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○西野分科会長 当局の説明が終わりました。

委員の皆様の質疑、御意見をお願いいたします。

〔「なし」と声あり〕

○西野分科会長 ないようですので、本件は終了いたします。

次に、議案第４４号、令和８年度米子市市営墓地事業特別会計予算を議題といたします。

当局の説明を求めます。

山中都市整備部次長。

○山中都市整備部次長兼建設企画課長 議案第４４号、令和８年度米子市市営墓地事業特

別会計予算について御説明いたします。令和８年度事業別予算説明書の２１４ページを御

覧ください。

北公園墓地事業が５０６万５,０００円、南公園墓地事業１,１３３万１,０００円、淀江

墓苑事業１２８万４,０００円を計上しております。いずれも墓地の管理委託料など施設の

維持管理経費となります。前年度から合計２２０万１,０００円の減少となっておりますが、

これは主に南公園墓地事業費で、令和６年度と７年度、それぞれで実施した墓域区域の生

け垣等伐採事業が完了したことによるものでございます。このほか、予備費として１４０

万円を計上しております。説明は以上でございます。

○西野分科会長 当局の説明が終わりました。

委員の皆様の質疑、御意見をお願いいたします。

〔「なし」と声あり〕

○西野分科会長 ないようですので、本件については終了いたします。

以上で都市整備部所管の審査を終わります。

予算決算委員会都市経済分科会を暫時休憩いたします。

午後１時３７分 休憩

午後１時５１分 再開

○西野分科会長 予算決算委員会都市経済分科会を再開いたします。

経済部所管について審査をいたします。

初めに、議案第３３号、令和７年度米子市一般会計補正予算（補正第１１回）のうち経

済部所管部分を議題といたします。

当局の説明を求めます。

宮本経済戦略課長。

○宮本経済戦略課長 それでは、令和７年度一般会計補正予算のうち本分科会に付託され

ました経済部所管の事業について、一括して説明をいたします。まずは、歳出予算の事業

の概要を御覧ください。

８ページ下段、水産多目的機能発揮対策事業でございます。これは、国の補正予算によ

り、令和８年度に予定しておりました事業を前倒しして実施するものでございます。内容

は、淀江地区で藻場の保全活動を行う組織に対し、活動費用の一部を補助するものでござ

います。

次に、１４ページ下段、体育施設等管理運営費でございます。これは、令和８年度に予

定をしておりました東山公園内施設の整備につきまして、国の補正予算における国庫補助

金の追加配分に伴い、事業の進捗を図るため予算を補正し対応するほか、事業実績に伴い
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不用額を減額するものでございます。

次は、予算書で説明をいたしますので、令和７年度米子市補正予算書の８ページを御覧

ください。

繰越明許費でございます。上から７段目、水産多面的機能発揮対策事業費から、９段目、

かわまちづくり計画推進事業費、９ページ、下から２段目、美術館整備事業費、下から１

段目、体育施設等管理運営費、１０ページ、上から１段目、土地改良事業費から、４段目、

水産物供給基盤機能保全事業費につきましては、年度内の完了が見込めないことから、繰

越明許費を追加または変更するものでございます。説明は以上でございます。

○西野分科会長 当局の説明が終わりました。委員の皆様の質疑、御意見をお願いいたし

ます。

〔「なし」と声あり〕

○西野分科会長 ないようですので、本件は終了いたします。

次に、議案第４０号、令和８年度米子市一般会計予算のうち経済部所管部分を議題とい

たします。

当局の説明を求めます。

宮本経済戦略課長。

○宮本経済戦略課長 それでは、令和８年度当初予算のうち、本分科会に付託されました

経済部所管の事業について、一括して説明をいたします。説明は、歳出予算の主な事業の

概要の中からポイントを絞って説明をいたします。

まずは、４ページ上段、地域産品ＰＲ事業（ふるさと納税）でございます。まず、記載

内容に誤りがございましたので、訂正を申し上げます。本年度の事業内容欄の主な内容に

おきまして、広告料を７０万円と記載しておりますが、正しくは７００万円でございます。

おわびして訂正させていただきます。

本事業は、ホームページのポータルサイト経由の寄附者へのポイント付与禁止、次年度

以降予定されている経費率の引下げなどの制度改正による影響を踏まえ、ふるさと納税寄

附額を１０億円に設定し、返礼品送付等に係る経費について計上するものでございます。

次に、３７ページ上段、職業体験事業でございます。これは、米子商工会議所青年部等

の関係機関と連携して実施いたします、小学生を対象とした職業体験事業について、その

費用の一部を負担するものでございます。

続きまして、３８ページ上段、多面的機能支払交付金事業でございます。これは、本市

の農用地や水路等の保全管理活動、地域の共同活動や農業用施設の長寿命化を行う組織に

対して補助をするものでございます。

次に、３８ページ下段、主要園芸品目生産振興事業でございます。これは、本市の主要

園芸品目である白ネギやブロッコリーなどの生産に必要な機械や設備の導入経費の一部を

生産組織に対して補助するものでございます。

次に、４０ページ上段、水産物供給基盤機能保全事業でございます。これは、漁港施設

の機能保全計画に基づき、皆生漁港の保全工事を実施するものでございます。

次に、４１ページ上段、災害等緊急対策資金利子補助事業でございます。これは、本年

１月に発生した島根県東部を震源とする地震により被害を受けた事業者に対し、鳥取県災

害等緊急対策資金の融資に係る利子負担について、県と協調して支援するものでございま
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す。

次に、４３ページ下段、海遊ビーチプロジェクションマッピング事業でございます。こ

れは、皆生温泉エリアの活性化を図るため、海遊ビーチの砂浜でプロジェクションマッピ

ングによる映像投映を実施するための経費でございます。

次に、４４ページ上段、米子港広場活用事業でございます。これは、中海憩いのテラス

の供用開始セレモニーを開催するほか、にぎわいの創出を図るため、イベント開催に対す

る支援に取り組むものでございます。

次に、７０ページ上段、山陰歴史館整備事業でございます。これは、米子城跡のガイダ

ンス機能を強化し、周辺エリアの拠点施設として山陰歴史館の再整備をするために、建物

改修及び前庭等の整備の実施設計を行うものでございます。

次に、７２ページ下段、尾高城跡保存整備事業でございます。これは、尾高城跡の保存

活用を推進するため、指定地内全体の詳細な測量を実施し、保存活用計画策定に向けた取

組を進めるものでございます。

次に、７３ページ上段、米子城三の丸広場オープン記念事業でございます。これは、令

和８年１０月に完成を予定しております米子城跡三の丸広場の周知と今後の利活用を図っ

ていくために、同広場でオープニング記念イベントを開催するものでございます。

次に、７３ページ下段、ワールドマスターズゲームズ開催事業でございます。これは、

令和９年５月に開催されるワールドマスターズゲームズ２０２７関西の、柔道競技の開催

に向けた準備を進めるものでございます。

次に、７４ページ上段、ＹＯＮＡＧＯ ＢＡＬＬＰＡＲＫ ＦＥＳＴＩＶＡＬ開催支援

事業でございます。これは、５月１６、１７日にどらドラパーク米子市民球場で開催され

るプロ野球ファーム公式戦及び関連イベントの開催を支援するものでございます。

最後に、７４ページ下段、新体育館整備事業でございます。これは、米子市と鳥取県が

共同で整備する米子アリーナについて新築工事の進捗を図るほか、非常用発電設備及び防

災備蓄倉庫の整備工事を実施するものでございます。以上でございます。

○西野分科会長 当局の説明が終わりました。

委員の皆様の質疑、御意見をお願いいたします。

稲田委員。

○稲田委員 そういたしますと、何点かお聞かせください。

４０ページです。下段の空き店舗活用支援事業についてなんですが、これ、もう少し詳

しく知りたくて、まず、対象とかは商店街と書いてあるんですけど、商店街というと、昔

の元町サンロード、本通りとか、細かく言えば７つぐらいあるのかな、そのエリアという

ことでよろしいでしょうか。

○西野分科会長 坂隠経済部次長。

○坂隠経済部次長兼商工課長 おっしゃるとおりでございます。

○西野分科会長 稲田委員。

○稲田委員 具体的には、どの辺りにどういった店舗がこれを利用されるのかをお聞かせ

ください。

○西野分科会長 坂隠経済部次長。

○坂隠経済部次長兼商工課長 今おっしゃっていただきました既存の商店街の中で空き
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店舗等々があると思いますけども、そちらのほうの店舗の流動化、活用が促進されるよう

にということでこの補助金を活用していただきまして、下水関係等々のインフラを拡充し

た上で利活用をさらに促進していくという目的で上げさせていただいておる事業でござい

ます。以上です。

○西野分科会長 稲田委員。

○稲田委員 具体的には何屋さんとか。要は、公共的な何か使命を負ってやられるのか、

それとも、ただ単に普通の商売に使う、それはないと思うんですけど、そこをもう少し教

えてください。

○西野分科会長 坂隠経済部次長。

○坂隠経済部次長兼商工課長 お店の業種とかそういったものに特に制限はございませ

んでして、あくまで空き店舗となっておるその物件を、下水等のインフラを充実させるこ

とで新たな借手の方とか商売をされる方に貸しやすくするということで、事業が推進して

いくということを目的とした事業でございます。

○西野分科会長 稲田委員。

○稲田委員 じゃあ、これからという…。具体的に、これをもってこういう事業が展開し

ていきますというよりは、こういうことで応募があればやりますよという、そういうよう

な意味ですね。

○西野分科会長 坂隠経済部次長。

○坂隠経済部次長兼商工課長 ７年度も初年度させていただきまして、実際に３軒の申込

みをいただきました。そういった中で、この下水のインフラ等を整備したことによりまし

て、新たにその改修した３店舗につきましては事業者のほうに入っていただいたりとか、

入る予定がもう決まっておりまして、という形で利活用が促進されておりますので、そう

いったことを目的として事業をさせていただいたとこでございます。以上です。

○西野分科会長 稲田委員。

○稲田委員 商店街の空き店舗だったものを、中活と言ってた中心市街地活性化計画をち

ょっと思い出してしまうんですけど、現時点で、その計画が今ないのは承知してますが、

商店街の空き店舗の数の把握とかっていうのは、現在も行われてるもんでしょうか。

○西野分科会長 坂隠経済部次長。

○坂隠経済部次長兼商工課長 商店街と連携しまして、毎年度、空き店舗の調査のほうは

させていただいておりまして、７年度の調査の結果でいきますと、元町通りのほうが３７、

それから法勝寺町商店街で１０、あと本通り商店街のほうでは約３０ということで、空き

店舗があるということを把握をしてるとこでございます。以上です。

○西野分科会長 稲田委員。

○稲田委員 何々計画を今やっているわけじゃないので、そうですけど、そういうような

ことを調査されているということであれば、またどっかでそれを、報告まではいいですけ

どね、ちょっと知りたいなと思いますので、資料でも簡単なものでいいので、現状が、も

しせっかくあるんだったら、また教えてやってください。この事業に対しては以上です。

続いて、４３ページなんですけど、下段の、海遊ビーチプロジェクションマッピング事

業なんですが、私自身プロジェクションマッピングというのを見たことがあるかないかち

ょっと定かではなくて、ということは記憶にはばちっと残ってないんですけど、米子でこ
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ういうのをやられるのはいいんですが、皆生温泉の海岸で、どこからどこにどういう絵を

投映されるのかがちょっとイメージつかないもんですから、それを教えてほしいんですが、

いかがでしょうか。

○西野分科会長 田仲観光課長。

○田仲観光課長 まず、そのプロジェクションマッピングを照らす先は、海遊ビーチの砂

浜に投映したいという具合に考えております。

具体的な投映内容というのは、今、関係者などと検討中でございますけども、例えば他

地域の事例では、カラフルな図形であったり、幾何学模様的なものが音と連動して映像と

して流れる、そういった仕掛けを行っている地域もありまして、そういうことを、今、参

考にしているところでございます。

いずれにしましても、関係事業者の方と相談しながら、観光客の方ですとか、あと皆生

温泉を訪れる方にとって印象に残るような映像にできればという具合に、今、考えている

ところでございます。以上です。

○西野分科会長 稲田委員。

○稲田委員 砂浜に映ってるのを見るには、なかなか砂浜から見るのは難しい、客室から

見る、上から見る、どの位置から見るのが主と考えてらっしゃるのかをお尋ねします。

○西野分科会長 田仲観光課長。

○田仲観光課長 皆生の海の家、海浜施設、２階のテラス席みたいなところがございます

ので、そちらでちょっと見ることができるかなという具合に考えております。

○西野分科会長 稲田委員。

○稲田委員 映す面積がちょっと私分からないので、あれなんですけど、せっかく、これ

一般財源でいかれるわけなのでっていう理由はおかしいかもしれませんけれど、多くの人

に見てもらいたいと思いつつ、何かあんまり見えにくいところにたくさんの人が集まると、

かえって混乱も起きるのではないかというちゅうちょもありつつ、ちょっと分かりにくい

ので、実際に事業をされるときにはどういう見え方をするんですよとか、あるいは、多分

時期は８月末ということで、海水浴シーズンが一息つくけれども、まだまだ皆生に訪れる、

海を中心としたレジャーを中心とした人を集めたいんだろうという意思は分かりますので、

その辺りが狙った層の人が確実に足を運んでもらえるような宣伝方法をされたほうがいい

と思います、されるべきだと思ってお伝えしておきます。

ちなみに、これ皆生だから、これ要望だな。町なかでも、例えば米子城にとかいろんな

ところで、町なかにプロジェクションマッピングをしてほしいなんていう声もありますの

で、今日は皆生ということですのでこれ以上は言いませんけど、またどこかで相談に乗っ

てもらいたいなというところもあります。

次に移ります。飛んで、７０ページです。上段の山陰歴史館整備事業なんですが、事業

内容に実施設計を行うということなんですが、過去いろいろとこの建物自体は議論もあり

ましたし経緯もありました。実施設計とは書いてあるんですけれども、それしか書いてな

くて、では、今後どのように利活用していくのか、言い方を変えれば、ロードマップのよ

うなものがあると思いますので、それを説明いただきたいと思います。

○西野分科会長 大塚文化振興課長。

○大塚文化振興課長 山陰歴史館ですけど、まず、具体的な整備内容ですけど、建物の１



－28－

階部分と前庭部分を改修することにしています。この１階部分は、現在設置してない空調

設備の設置のほか、トイレや玄関などのバリアフリー化、照明設備の改修などを検討して

いるところでございます。また、展示室内のカウンターを撤去して、限られたスペースを

有効に活用しようとしているところでございます。

また、前庭部分につきましては、あずまやの改修ですとか、また植栽の手入れなど、市

民の皆さんが気軽に集えるような、城下町周辺の拠点施設となるような空間として整備を

検討しているところでございます。

○西野分科会長 稲田委員。

○稲田委員 以前のどこかで説明があったかもしれませんが、ちょっと私自身が把握して

ないので教えていただきたいんですが、空調とかは今回の実施設計に何か入ってる。要は、

空調についてはどうなっていくのかが分かれば教えてください、建物の中ですね。

○西野分科会長 大塚文化振興課長。

○大塚文化振興課長 今回、空調設備の設計を行うこととしております。

○西野分科会長 稲田委員。

○稲田委員 ちなみに、たしか上まで行くと４階ぐらいあるようなうちで、ふだん展示し

ているのが１、２階部分かと思いますが、１階から何階部分が空調の対象になるでしょう

か。

○西野分科会長 山根文化振興課長補佐。

○山根文化振興課長補佐兼文化財担当課長補佐 空調の対象ですけども、展示室を１階に

整備することになりますので、１階部分が空調の対象となってきます。以上です。

○西野分科会長 稲田委員。

○稲田委員 細かく聞きたいことはありますが、空調のことが常々言われていた建物であ

ったということと、これもできれば、ちょっと先になるのかな、どういう感じで、やっぱ

り絵が欲しいですねと。ちょっとこれだけ見たらどういうふうに変わるのかというのがな

かなかイメージしづらいですので、時期を見て、それは必ずまた委員会なりに報告いただ

きたいと思います。

続けて、私の中では最後になりますが、同じページの下段、美術館整備事業についてで

す。現在も空調の工事で閉館という言い方がいいのかな、中だと思いますが、ちなみに、

この閉館するというのは、この委員会に説明はいつ頃ありましたかね。なかったか、あっ

たか、ちょっと記憶をしてないんですが。

○西野分科会長 大塚文化振興課長。

○大塚文化振興課長 ６月の委員会のほうで、工事の議決をいただいたところでございま

す。そのときに閉館の御説明はさせていただいたと思っております。

○西野分科会長 稲田委員。

○稲田委員 分かりました。現在も閉館中で、今後も工事期間が終了するまでは閉館にな

るのは分かりますが、一応指定管理施設であると思うんですけども、また今回ちょうど更

新で、この４月から新たに５年間とはなるんですが、その辺あたり指定管理者との調整は

どのような形でできてるというか、行われているのかをお尋ねします。

○西野分科会長 大塚文化振興課長。

○大塚文化振興課長 当然、閉館中は美術館での業務は少なくなりますんで、この機会を
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利用して、例えば学校などの出前講座とか、そういったものを積極的にしたり、あとは収

蔵品のデジタルアーカイブ化ですか、そういったものに取り組むようにしております。

○西野分科会長 稲田委員。

○稲田委員 ということは、指定管理料は通常、開館しているものと同じ内容で、料金で

すよ、行われるという見通し、見込みであるということでしょうか。

○西野分科会長 大塚文化振興課長。

○大塚文化振興課長 当然、光熱水費ですとか、各社の業者にお支払いする委託料とか、

そういったものは減額されてるところでございます。

○西野分科会長 稲田委員。

○稲田委員 最後に、先ほど一部答弁あったんですけど、１年近くなるのかな、閉館する

トータルの期間というのが、何か月かはなるかと思うので。その間、美術館閉まってまし

た、米子の美術に触れる機会は残念ながらありませんということがないようにしていただ

きたいと言おうと思ったんですが、出前部分があったんですけど、もう一度、その辺り、

どのような補完作業というか、補完する工程があるのかをお尋ねしておきます。

○西野分科会長 大塚文化振興課長。

○大塚文化振興課長 学校ですとか公民館とか、そういったところに出向いて、学芸員に

よる普及活動を進めていきたいと考えております。

○稲田委員 以上です。

○西野分科会長 ほかにございませんか。

森谷委員。

○森谷委員 ４３ページ、稲田委員が質問された、海遊ビーチプロジェクションマッピン

グ事業の件なんですけども、この皆生においては、ＫＡＩＫＥ ＡＫＡＲＩ ＰＡＲＫと

いう社会実証実験をされてるんですけども、同じ夜の景観をしたこういったイベントとい

うこと、統一性というか、まず、ＫＡＩＫＥ ＡＫＡＲＩ ＰＡＲＫの社会実証実験の成

果と課題も含めて、同じ夜景という問題で、このプロジェクトがどういう効果あるのか、

ちょっとその辺を総括的にお伺いしたいと思います。

○西野分科会長 田仲観光課長。

○田仲観光課長 ＫＡＩＫＥ ＡＫＡＲＩ ＰＡＲＫにつきましては、たしか令和３年だ

ったと思うんです、行ったのが。これは、皆生の海岸遊歩道を整備するために社会実験と

して行ったものでございます。今回のビーチのプロジェクションマッピングにつきまして

は、このプロジェクションマッピングを通じまして、こちらのビーチに誘客を図るととも

に、宿泊者の増加につなげたい、そういったにぎわいを生み出すイベント的なものと考え

ておりますので、少し色的には違うのかなという具合に考えております。以上です。

○西野分科会長 森谷委員。

○森谷委員 正直、この予算として１,０００万円近い事業だと思いますので、これは今

年から始めて、また今後成果によっては継続するような目標で、今回計画されてるんでし

ょうか。

○西野分科会長 田仲観光課長。

○田仲観光課長 おっしゃられるとおり、今回の実施の結果も踏まえながら、今後、皆生

温泉の新たなコンテンツとして定着するようであれば、また御意見も伺いながら、様々の
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方の、継続についても考えてみたいという具合に思っております。以上です。

○西野分科会長 森谷委員。

○森谷委員 これは、皆生温泉の組合とかの予算的な協力関係というのはないもんなんで

しょうか。

○西野分科会長 田仲観光課長。

○田仲観光課長 予算的な支援というのは今のところ特段予定はしてないんですけども、

例えば情報発信とかそういったところは、旅館組合さんであるとか、あと、各旅館さんに

協力を依頼しながら集客力高めてまいりたいという具合に思っております。以上です。

○西野分科会長 森谷委員。

○森谷委員 もう１点、３７ページをお願いいたします。職業体験事業についてお伺いい

たします。

これ米子商工会議所青年部等関係機関と連携して行う、実施されるイベントなんですけ

ども、事業費の一部を負担ということで、約５００万円ですかね。これ全体事業の必要予

算の何か何割ぐらいとかという全体像が分かるんでしょうか。計画というか、どれぐらい

予算の中のこの事業なのかという、その中の５００万円を一般財源ということになってま

すけど、もし分かれば教えてください。

○西野分科会長 分かりますか。

岩田経済戦略課産業・立地戦略室長。

○岩田経済戦略課産業・立地戦略室長 おおよそなのですが、支出としては８５０万円ぐ

らいを考えております。そのほか、うちの負担金以外の部分で、参加者の参加費であった

りとか、企業さんからの協賛金、こういったのを含めまして、一部収入を考えてるところ

でございます。以上でございます。

○西野分科会長 森谷委員。

○森谷委員 分かりました。もう１点は、対象者が市内の小学生の３年生から６年生とい

うふうになってますけども、何ですかね、職業体験というか、そういう啓蒙、啓発という

面では、例えば中学生の１年生、２年生ということではなくて、あくまでも小学生の高学

年ということを予定されてる意図というか、狙いはどの辺りでしょうか。

○西野分科会長 宮本経済戦略課長。

○宮本経済戦略課長 中学生向けには、親子で実際に企業に行っていただいて企業見学し

ていただいたりとか、工場を見学していただいたりとかいうバスツアーというのを別個で

考えておりまして、小学校の低学年だとちょっと難しいようなお仕事の体験を３年生から

６年生の子どもたちにしていただいて、いわゆるキッザニアのような、実際に仕事をして

お給料をもらって、それを消費するというような活動をしていただくというようなことを

考えております。以上です。

○西野分科会長 森谷委員。

○森谷委員 分かりました。これは、今後また成果によって継続してやっていく御計画な

んでしょうか。

○西野分科会長 宮本経済戦略課長。

○宮本経済戦略課長 来年度、その３年生から６年生に体験をしていただいて、その後の

世代も同じような体験をしていただいて、米子で暮らす、米子で働くということを考えて
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いただく、そして親も一緒に、多分お越しいただけますので、親子で、米子で働く、米子

で暮らすということを話し合っていただく機会にもなると思っておりますので、ノウハウ

を蓄積しながら、米子市の負担金をどんどん減らしながらですけれども、継続していきた

いなと思っております。

○西野分科会長 森谷委員。

○森谷委員 非常に希望のある企画だと思いますので、頑張ってください。以上です。

○西野分科会長 ほかにございませんか。

津田委員。

○津田委員 その３７ページの職業体験のことで、ちょっと私も聞かせていただきたいん

ですけど、この３０社の決定した職業の内容っていうのは、どのようなものがあるんでし

ょうか。

○西野分科会長 宮本経済戦略課長。

○宮本経済戦略課長 どの会社に来ていただこうというのはまだ決まってはおりません

が、できれば米子市内でものづくりですとか、そういった、物をつくる楽しさとかってい

うのを体験していただきたいと思っております。ただ、同じような業種が重なってしまう

と、かぶってしまうと子どもたちの興味も薄れますので、満遍なく、ただものづくりはし

ていただきたいなという感じで、３０社集めたいなと思ってます。以上です。

○西野分科会長 津田委員。

○津田委員 なかなかいい企画で、米子に残っていただきたいという思いっていうのは本

当に、以前私たちも公明党で、みせるばやおっていうとこに行って、八尾市のそういう働

く、中小企業というわけじゃないですけど、工場なんかが多いところで、そういうのを見

てもらって地元に残ってもらうというような思いがあるようなことをされておりましたの

で、先ほどの、中学校は工場見学で親子で行かれるというようなことですけど、高校生と

かっていうのは展開とかはないもんでしょうか。

○西野分科会長 宮本経済戦略課長。

○宮本経済戦略課長 高校生ですとか大学生ですとか既卒の方については、鳥取県とか、

鳥取県の定住機構なんかが、かなりの予算をかけていろんなイベントをされておられまし

て、正直なところ、我々が同じことをやっても二番煎じになってしまって、集客もなかな

か見込めないだろうというところがあります。

それと、例えば、大学３年生、４年生で、インターンでこっちに帰ってきた子どもたち

に聞くと、地元の企業を知るチャンスが今までなかったよというお声を伺います。ですの

で、そうなると、やっぱり小学校、中学校、就職を意識するよりも前の段階から地元の企

業を知っていただいて、米子にはこんなすごい企業があるんだなというところを知っても

らいたいなというところがあって、この小・中学生をターゲットにさせていただいており

ます。以上です。

○西野分科会長 津田委員。

○津田委員 非常にいい企画だと思います。何かほかにいろいろな、例えば農業だとかい

ろいろな分野に展開するだとか、そういうことも考えていただきたいなということで、要

望いたします。

もう一つ、その下段のほうですけど、この事業については、対象者っていうのが１０件
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ってありますけど、これは手挙げですよね。これは１回に限りなんでしょうか。お聞かせ

ください。

○西野分科会長 宅和農林課長。

○宅和農林課長兼水産振興室長 担い手強化支援事業についてでございますが、１回限り

ではございません。手挙げで何回でもプランを認めてもらった場合は利用は可能でござい

ます。以上です。

○西野分科会長 津田委員。

○津田委員 この１０件ていうのはもう満杯になるっていうか、もう１０件いっぱいにな

ってしまうっていうようなことなんでしょうか。どのぐらいの募集があるんでしょうか。

○西野分科会長 宅和農林課長。

○宅和農林課長兼水産振興室長 来年度の予定では１０件しか要望がなかったというこ

とでございます。ですから、もっとたくさん出れば、それらも対象になります。以上です。

○西野分科会長 津田委員。

○津田委員 これについては成果報告とか、そういう、何がどうだったかとかっていうよ

うな、こういう報告的なものっていうのはあるんでしょうか。

○西野分科会長 宅和農林課長。

○宅和農林課長兼水産振興室長 この事業については、成果報告につきましては、今のと

ころ予定はございません。

○西野分科会長 津田委員。

○津田委員 見れば分かるとかっていうのかもしれませんけど、何かそういう支援事業っ

ていうか、そういうふうに担い手強化支援事業なので、やっぱり何かそういう成果的な報

告っていうのを求めたほうがいいのではないかなって、私、個人的にはちょっと考えてお

りますので、検討されてはと思います。以上でございますけど、もう一つだけ、ちょっと

聞かせていただけますでしょうか。

概要書の７０ページでしたっけ、先ほどの山陰歴史館の関係ですけど、この冷暖房、ト

イレバリアフリーとかっていうことですけど、これは来年度中に行われるっていうことで

よろしいでしょうか。

○西野分科会長 大塚文化振興課長。

○大塚文化振興課長 来年度は設計業務で、実際の工事は９年度になります。

○津田委員 ９年、すみません。以上です。

○西野分科会長 中田委員。

○中田委員 その山陰歴史館のことでちょっとお伺いしときたいんですけど、まず１点目

は、今回この設計をして、要は整備の中身をつくっていくわけですけど、市の指定有形文

化財であることでの、何か変更する上での制約というのはどんなものがあるんでしょうか。

○西野分科会長 山根文化振興課長補佐。

○山根文化振興課長補佐兼文化財担当課長補佐 山陰歴史館の整備に関しての御質問で

すけども、委員がおっしゃられるとおり市の指定有形文化財にこの建物がなっておりまし

て、そのためその指定文化財の価値を損なわないような整備をすることになります。以上

です。

○西野分科会長 中田委員。
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○中田委員 価値を損なわないっていうのは分かるんですけど、どのようなことは価値を

損なうのでできないというような中身が知りたいんですけど。

○西野分科会長 山根文化振興課長補佐。

○山根文化振興課長補佐兼文化財担当課長補佐 整備の内容ですけども、まず外観補修を

やることになります。これに関しては、現在欠落している、もしくはひび割れしている外

観の補修を行うことで、今の外観のタイルを全て交換するってことはいたしません。また、

中の内装に関してはそこまでの制約はございませんので、建物を維持していくための耐震

補強であったりとか、天井の改修等を実施していくようになります。以上です。

○西野分科会長 中田委員。

○中田委員 外観補修は分かりますけど、さっきの答弁では内装というか、中身について

は、耐震とかは別として、それだけ制約がないということですので、例えば１階で見たと

きに、現在の展示スペースのところは旧市役所時代のカウンターがついてますよね。ああ

いうカウンターみたいなのは、要はこれは旧市庁舎であったという価値は、例えばですよ、

そこは気にしなくてもいいからカウンター取ってもいいとか、そういうことが可能なんで

しょうか。

○西野分科会長 大塚文化振興課長。

○大塚文化振興課長 今現在カウンターも撤去する方針でおりまして、可能だと判断した

ところでございます。

○西野分科会長 中田委員。

○中田委員 分かりました。あのカウンターがあることで、非常に展示が制限がかかると

いうか、いろんなケースの置き方にしても、展示の。それができるということであれば、

全然オーケーですので。ということは、この市の指定有形文化財という代物としての価値、

保存価値っていう意味においては、別に旧庁舎、市役所庁舎の原形を、外観上はそのれん

が造りの建物として、佐藤功一さんだったかな、設計者が、有名な人ですから、大隅重信

記念講堂とか設計した人だったとたしか思ってますけども。その外観が保全されて価値が

損なわれないようにしていれば、ある程度中は展示場としての快適性とか展示しやすさと

か、そういったことで改造してもいいというふうに認識しといていいんでしょうか。

○西野分科会長 大塚文化振興課長。

○大塚文化振興課長 そのとおりでございます。逆にそういった改修をしないと、２階の

展示物とか、持ってこれなくなりますんで。

○西野分科会長 中田委員。

○中田委員 安心というか、私もまさにさっき答弁おっしゃられたとおりで、そういう改

修をしないと展示スペースとして、今度はちょっと場所も限られてくるので、そうすると

実効性というか、よくならないんじゃないかというふうに思ってましたんで、ぜひそうい

ったものにしていただきたいというのが一つです。

それと、展示品の仮移転というのがその中身にありますけど、これは現在、山陰歴史館

の中に様々な資料や、あるいはいろんな品物やいろんなものがあるんですけど、どこにど

んなふうに移転するんですか。特に私が気になるのは、資料、文献なんですけども。どう

でしょうか。

○西野分科会長 山根文化振興課長補佐。
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○山根文化振興課長補佐兼文化財担当課長補佐 展示品の仮移転ですけども、今回上げさ

せてもらっているものが、まず１階にある展示品になりますけども、こちらについては旧

東保育園に移転する予定でいます。また、旧庁舎に保存、収蔵してます、委員言われる書

籍類に関しては、こちらは第二庁舎のほうに移動させる予定にしております。今回の仮移

転に予定している展示品は、１階の収蔵品と旧庁舎に保管している書籍類になりまして、

２階の展示品に関しては、今後設計が出来上がってから、整備に影響がある場合は移転の

対象になってきますけども、今回は予算としては計上しておりません。以上です。

○西野分科会長 中田委員。

○中田委員 すみません、長くなって申し訳ない。それで、今度移転して最終的にはリニ

ューアルされた展示という形の中に戻ってくるということで、ここにもあるように将来的

には、整備後は米子城のガイダンス機能を中心にしてなってくると思うんですね。現在、

例えばですけど、この間、開催中だった西田税のところとか、意外とその来訪者が多い展

示物、２階の。あとはちょっと、僕が小学校に通っとった頃の机とか、そういうものがあ

りますけど、そういったものは、何ていうか、元のところに戻るというよりは、別な展示

も含めて検討されていくんでしょうか。

○西野分科会長 大塚文化振興課長。

○大塚文化振興課長 ２階での展示っていうのは考えておりませんので、１階を工夫しな

がら展示させていただきますし、また例えば公民館等でも展示ができれば、そういったこ

ともやってまいりたいというふうに思っております。

○西野分科会長 中田委員。

○中田委員 できれば公民館でもということは、例えば収蔵してあって、巡回展的なって

いう意味ですか。

○西野分科会長 大塚文化振興課長。

○大塚文化振興課長 そういったことも検討できればというふうに、今は考えておるとこ

ろでございます。

○中田委員 分かりました。最後にします。最後に、この財源の国のほうから来てる、都

市構造再編集中支援事業補助金、これはどんな補助金ですか。

○西野分科会長 山根文化振興課長補佐。

○山根文化振興課長補佐兼文化財担当課長補佐 都市構造再編集中支援事業補助金です

けども、これは今までもまちづくりの計画で使われている補助金でして、都市再生整備計

画を策定して、国土交通省に承認を受けた場合に交付される補助金になります。

○中田委員 分かりました。いいです。

○西野分科会長 よろしいですか。

○中田委員 はい。

○西野分科会長 錦織委員。

○錦織委員 先ほどからの山陰歴史館の整備について、ちょっと聞き間違いだったらと思

うんですけど、今後展示室は１階に集約して、空調を１階だけするっていうことですか。

何階もあるんですけど。

○西野分科会長 大塚文化振興課長。

○大塚文化振興課長 そのとおりでございます。
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○西野分科会長 錦織委員。

○錦織委員 ２階、３階とかはどういう利用、利活用は。

○西野分科会長 大塚文化振興課長。

○大塚文化振興課長 基本的に倉庫としての取扱いになります。

○西野分科会長 錦織委員。

○錦織委員 美術的なものの収蔵っていうわけではなく、一般的な倉庫だから空調は全く

要らないという考えなんでしょうか。

○西野分科会長 大塚文化振興課長。

○大塚文化振興課長 美術品も、美術品というか、歴史的な資料も当然置くことにはなる

んですけど、温度にそう影響がないものは２階、３階。それから、１階に特別収蔵庫とい

うのを造りますんで、温度に影響があるものはそちらに保管という形になります。

○西野分科会長 錦織委員。

○錦織委員 分かりました。それと、４３ページの海遊ビーチプロジェクションマッピン

グ事業っていうんですけども、これ皆生温泉旅館組合の負担はゼロということでいいんで

しょうか。それから、このプロジェクションマッピングっていうのは、どこからか要望が

あったかと思うんですけど、そこら辺はどうでしょうか。

○西野分科会長 田仲観光課長。

○田仲観光課長 予算的には旅館組合の負担はゼロでございますけども、先ほども申し上

げましたとおり、情報発信やＰＲなど、御協力いただきたいと考えております。

あと、事業について特段要望があったわけではなくて、効果的な事業だと思いまして、

こちらのほうで企画立案させていただいたものでございます。以上です。

○西野分科会長 錦織委員。

○錦織委員 米子が仕掛けたということだったということは分かりました。

あと、７３ページの文化振興課のほうの米子城跡三の丸広場オープン記念事業なんです

けど、これちょっと、１日限りの行事だと思うんですけど、何かえらい高額だなあという

ふうに感じるんですけど、誰か芸能人が来るとかそういうことがあるんでしょうか。中身

についてお尋ねします。

○西野分科会長 大塚文化振興課長。

○大塚文化振興課長 まず、このイベント開催委託６６２万円と計上させていただいてお

りますが、細かい部分の調整はこれからなんですけど、ステージの関係と飲食ブースの設

営、こういった経費に約３３０万円充てさせていただいております。このイベントの開催

に併せて、米子城の歴史的な背景を知ってもらえるような説明板の設置も考えておりまし

て、これも２か所設置して３３０万円で、合わせて６６０万円、そういった経費になって

おります。

○西野分科会長 錦織委員。

○錦織委員 分かりました。それと、次、この概要版じゃなくって、事業別予算書の１２

２ページで、農林課の地域調整関連事業ということで３,０００万円というのがございます。

これちょっと事前に聞いてみましたら、どういうことなのかといったら、淀江の産廃処分

場、計画近くの周辺環境の整備だということなんですけれども、この周辺環境の整備とは、

何を整備するのかお尋ねします。
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○西野分科会長 宅和農林課長。

○宅和農林課長兼水産振興室長 この地域調整関連事業でございますが、まず淀江の産業

廃棄物処理場に関する条件、地元との条件でございますが、まず、このたびは農業用水路

の改修工事の設計を行う予定にしております。また、もう一つは国道１８０号バイパスの

条件工事で、地元と順次調整をしておりましたところ、このたび整いましたので、農道の

舗装工事をする予定でございます。

○西野分科会長 錦織委員。

○錦織委員 農業用水路と農道の舗装ですかね、整備するということなんですけど、これ

は国、県支出金、多分２,０００万円が県の支出金で、米子市が１,０００万円、何か借金

してするっていうことなんですが、この事業っていうのは環境保全協定に立って、それぞ

れ地元自治会がこういうのをしてほしいっていうのをまとめられた一つだと思うんですけ

ど、大体何で米子市がお金を出さないといけないのかなというふうに思うんですけど。

○西野分科会長 宅和農林課長。

○宅和農林課長兼水産振興室長 産業廃棄物に関する条件工事につきましては、財源は全

て県のほうになります。国道１８０号バイパスの条件工事につきましては、県のほうが出

せれないので市のほうで出すということになっております。

○西野分科会長 錦織委員。

○錦織委員 県でも、結局、産廃処分場を造るために条件を、そのための周辺整備という

ことで、県は７億円を予算化して、それぞれのするっていうことになっているんですよね。

産廃処分場税などもね、ずっとためたのと。何か、米子市が、私これ、それに行くために

道路が必要だからということでね、お金を出すっていうのが、はいはいって出していいも

のなのかなあというふうに思いますけど。ちょっとそこら辺、もうちょっと何かな、説得

してください。

○西野分科会長 宅和農林課長。

○宅和農林課長兼水産振興室長 すみません、ちょっと少し誤解があったのかもしれませ

んけども、農業用水路の工事につきましては、これは産業廃棄物関連でございます。です

から、こちらは県のほうの費用が２,０００万円、市は出さないんですが、国道１８０号バ

イパスの条件工事は、これは産廃とはちょっと別のものでございまして、ですからちょっ

と県のほうからは出せれないので市のほうで出すということでございます。

○錦織委員 分かりました。

○西野分科会長 よろしいですか。

ほかにございませんか。

国頭委員。

○国頭委員 私も４人目で、すみません、４３ページの海遊ビーチのプロジェクションマ

ッピングでちょっと、聞いててちょっと答弁があれだったので、ちょっと聞きたいと思う

んですけど、まず、なぜこの時期なのかというとこですね。それから、狙いや効果という

ところはお聞きしたいと思います。

○西野分科会長 田仲観光課長。

○田仲観光課長 まず、時期につきましては、海水浴シーズンが７月、８月で、それが終

了した９月を予定しております。理由としましては、このプロジェクションマッピングと
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併せて海の家での飲食販売などを行いますので、その海浜施設の設置を経済的に行うとい

うところで、継続して行いたいがために９月にさせてもらうというところでございます。

○西野分科会長 国頭委員。

○国頭委員 それで、委託先は皆生温泉旅館組合っていうことですか。

○西野分科会長 田仲観光課長。

○田仲観光課長 こちら、米子市観光協会にお願いする予定でございます。

○西野分科会長 国頭委員。

○国頭委員 先ほどからちょっと聞いてたら、もう何か、プロジェクションマッピング、

稲田委員のああいう質問で、何かプロジェクションマッピングの、どこから投映とかでも、

何かその辺がまだはっきりしてない感じも見えたんですけど、私も、旅館の人だけ見える

ようであれば、ちょっとあれだなあと思って、市民の方もできれば見えるような形である

ならば、続けて毎年っていうのもあるのかもしれないですけど、旅館の方だけしかここ、

客室からだけっていうのはちょっと違うのかなっていうふうに思ってますんで、その辺り

を検討していただきたいなと思っております。

○西野分科会長 田仲観光課長。

○田仲観光課長 客室からだけじゃなくて、ビーチに来られた方でも見えるようなしつら

えにしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。

○国頭委員 分かりました。

○西野分科会長 以上でよろしいですか。

○国頭委員 ええ。

○西野分科会長 ほかにございませんか。

（「２回目なんですが。」と稲田委員）

１巡目で発言されてない方、大丈夫ですか。

稲田委員。

○稲田委員 ７０ページの山陰歴史館で、当初聞くのはもうさっき聞いたんですけど、や

り取りの中で、要はあそこの２階から４階部分が倉庫というか、保管スペースのような発

言があって、なおかつ、東保育園の跡地が、跡地というか、あそこも保管しますというこ

とは、何か保管場所が、あと、埋蔵文化財センター、あそこも保管場所ではないかもしれ

ないけど、実質保管してる部分、物も多数あって、何か保管場所が増えていく傾向に…。

どうぞお願いします。

○西野分科会長 大塚文化振興課長。

○大塚文化振興課長 先ほど東保育園と説明させていただいたのは一時的な置場であり

まして、それはいずれ工事が終わったら歴史館のほうに戻す予定にしております。

○西野分科会長 稲田委員。

○稲田委員 一時的は分かりました。で、今度は山陰歴史館の２階から４階に、いずれに

しても何かしらの文化財が残って、それは展示用というよりもひとまず保管なのかなと。

そうすると、やっぱり埋蔵文化財センターと一緒で、保管が、確かに保管は目的の一つで

はあるんですけども、やっぱり活用もしなきゃいけないなという部分が、前回の決算のと

きにも触れさせてはいただいたんですけど、今回の予算にそこがあるわけじゃないですけ

ど、せっかく出てきた話なので、今保管してるものもやっぱり活用していく場面に変えて



－38－

いかなきゃいけないと思いますので、その辺りちょっと考えを聞いておきたいと思います。

○西野分科会長 大塚文化振興課長。

○大塚文化振興課長 まず、休館期間中に歴史館、それから埋蔵文化財センターにある歴

史資源といいますか、資料等、まず整理は行わせてもらいます。そのために、まず収集基

準というのを明確にちょっと定めないといけませんので、これをまず早めに取りかかろう

っていう考えでおります。その上で整理後、先ほども中田委員さんのほうから質問があり

ましたけれど、今後はそういった資料も幅広く市民の方に見ていただく機会をつくってい

かないといけないというふうには思ってますんで、先ほど言いましたが、例えば公民館で

すとかそういったところで、巡回展示等ができればなというふうに今、考えているところ

ですけど、今後そういったことも含めてしっかり検討してまいりたいと思っております。

○西野分科会長 稲田委員。

○稲田委員 要望ですけど、旧日新小学校、私、見させてもらって、校舎部分は見た目、

意外と丈夫なんだなという印象ですが、体育館はさすがにもうぼろぼろになっていってい

るなあと思います。あそこ、あのまま残してても多分、建物のほうが先に朽ちてしまうか

もしれませんので、そのような動きはもう早急に、で、残念ながらどこかで用途を終えて

もらう場面も来るかと思いますが、そこは英断をしていただいて私はいいと思います、ち

ゃんと審査した上でですけどね。そのことはお伝えして終わりたいと思います。以上です。

○西野分科会長 ほかにございませんか。

〔「なし」と声あり〕

○西野分科会長 ないようですので、本件は終了いたします。

次に、議案第４７号、令和８年度米子市米子インター周辺工業用地整備事業特別会計予

算を議題といたします。

当局の説明を求めます。

宮本経済戦略課長。

○宮本経済戦略課長 それでは、議案第４７号、令和８年度米子市米子インター周辺工業

用地整備事業特別会計予算につきまして説明をいたします。

令和８年度事業別予算説明書の２２９ページ、２３０ページを御覧ください。公債費で

すが、起債償還元金及び起債償還利子を計上しております。これは、米子インター周辺工

業用地整備事業のために借り入れた起債の償還について予算化をするものでございます。

説明は以上でございます。

○西野分科会長 当局の説明が終わりました。委員の皆様の質疑、御意見をお願いいたし

ます。

〔「なし」と声あり〕

○西野分科会長 ないようですので、本件は終了いたします。

次に、議案第４８号、令和８年度米子市米子インター西産業用地整備事業特別会計予算

を議題といたします。

当局の説明を求めます。

宮本経済戦略課長。

○宮本経済戦略課長 それでは、議案第４８号、令和８年度米子市米子インター西産業用

地整備事業特別会計につきまして説明いたします。
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令和８年度事業別予算説明書の２３１ページ、２３２ページを御覧ください。公債費で

すが、起債償還元金及び起債償還利子を計上しております。これは、米子インター西産業

用地整備事業のために借り入れた起債の償還について予算化をするものでございます。説

明は以上でございます。

○西野分科会長 当局の説明が終わりました。委員の皆様の質疑、御意見をお願いいたし

ます。

〔「なし」と声あり〕

○西野分科会長 ないようですので、本件については終了いたします。

以上で経済部所管の審査を終わります。

予算決算委員会都市経済分科会を暫時休憩いたします。

午後２時４９分 休憩

午後４時００分 再開

○西野分科会長 予算決算委員会都市経済分科会を再開いたします。

２３日の予算決算委員会における分科会報告の意見の取りまとめを行います。

報告に入れる意見につきまして、委員の皆様の御意見を求めます。

御意見はございませんか。

〔「なし」と声あり〕

○西野分科会長 それでは、特になかった旨、報告させていただきます。

以上で予算決算委員会都市経済分科会を閉会いたします。

午後４時０１分 閉会

米子市議会委員会条例第２９条第１項の規定により署名する。

予算決算委員会都市経済分科会長 西 野 太 一


